
【論
文
】

陳
徳

に
よ
る
嘉
慶
帝
刺
殺
未
遂
事
件
に
つ
い
て

湯
　
城
　
吉
　
信

は
じ
め
に

　
嘉
慶
八
年
（
一
八
o
三
年
）
陰
暦
の
閏
二
月
二
十
日
、
清
朝
の

嘉
慶

帝
が
刺
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
事
件
が
起
き
た
。
嘉
慶
帝
は
乾

隆
帝
の
第
十
五
子
で
、
一
七
九
九
年
に
親
政
を
始
め
た
。
こ
の
嘉

慶
期
は
、
康
煕
・
雍
正
・
乾
隆
と
続
い
た
清
朝
の
全
盛
期
が
過

ぎ
、
清
朝
が
下
り
坂
に
向
か
う
時
代
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
一
七

九
六

年
か
ら
一
八
〇
四
年
に
は
白
蓮
教
徒
の
乱
、
一
八
＝
二
年
に

は
天
理
教
の
蜂
起
が
あ
っ
た
。
こ
の
刺
殺
未
遂
事
件
も
時
代
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

化
を
象
徴
す
る
事
件
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
本
稿
で

は
、
こ
の
嘉
慶
帝
刺
殺
未
遂
事
件
が
ど
の
よ
う
な
事
件

で

あ
っ
た
の
か
、
そ
の
真
相
に
迫
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
．
、
犯
人

の

陳
徳
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
、
な
ぜ
皇

帝
を
刺
殺
し
よ
う
と
し
た
の
か
。

　

こ
の
事
件
は
、
そ
の
話
題
性
の
大
き
さ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
さ
ま

ざ
ま
に
語
ら
れ
て
き
た
。
野
史
に
お
い
て
は
、
犯
人
の
陳
徳
は
武

術
の

達
人

と
し
て
半
ば
英
雄
扱
い
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
清
朝
側

の
記
録
で
は

陳
徳
に
つ
い
て
は
多
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
陳
徳
に
つ
い
て
は
、
出
自
の
確
か
な
一
級
史
料
が
残
さ

れ
て

い

る
。
そ
れ
は
、
清
朝
の
役
人
に
よ
る
陳
徳
の
取
り
調
べ
記

録
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
記
録
を
主
材
料
と
し
、
陳
徳
の
嘉

慶
帝
刺
殺
未
遂
事
件
（
以
下
、
陳
徳
事
件
と
呼
ぶ
）
の
実
態
に
迫

　
　
　
　
　
ニ
ニ

っ

て

み
た

い
。

一
、

野
史
に
見
え
る
陳
徳
事
件

陳
徳
に
つ
い
て
の
後
世
の
一
般
的
見
方
を
確
認
す
る
た
め
に
、
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ま
ず
、
李
岳
瑞
『
春
泳
室
野
乗
』
（
一
九
＝
年
初
版
）
に
見
え

る
「
成
得
大
逆
案
」
を
紹
介
し
た
い
。

　
李
岳
瑞
は
清
末
の
進
士
で
あ
り
、
詔
書
の
起
草
に
当
た
っ
た
翰

林
院

に
も
勤
め
、
後
、
『
清
史
稿
』
の
編
纂
に
も
従
事
し
た
知
識

人

で

あ
る
。
『
春
泳
室
野
乗
』
は
『
国
風
報
』
に
発
表
し
た
文
章

を
、
一
九
＝
年
に
単
行
本
に
ま
と
め
て
発
行
し
た
逸
話
集
で
あ

ハヨ
ソ

る
。
朝
廷
の
役
人
も
勤
め
た
作
者
に
よ
る
作
品
で
あ
り
、
当
時
、

陳
徳
事
件
が

ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
以

下
、
「
成
得
大
逆
案
」
の
大
意
を
紹
介
す
る
。
な
お
、
成
得

と
は
陳
徳
の
別
表
記
で
あ
る
。

　
成
得
（
陳
徳
）
は
内
務
府
の
飯
炊
き
係
で
あ
っ
た
。
仁
宗

（嘉
慶
帝
）
が
円
明
園
に
行
幸
さ
れ
る
時
、
突
然
襲
い
掛
か
り
、

そ
の
場
で
捕
ま
っ
た
。
帝
は
諸
王
大
臣
以
下
六
部
九
卿
に
取
り

調
べ
さ
せ
た
が
、
事
件
に
つ
い
て
は
何
も
言
わ
ず
、
た
だ
「
も

し
事
が
成
功
し
て
い
た
ら
、
あ
な
た
方
の
場
所
に
私
が
座
っ
て

い
た

の
で

す
よ
」
と
だ
け
言
っ
た
。
帝
は
寛
容
で
突
き
詰
め
て

大
事
件
扱
い
さ
れ
ず
、
そ
の
1
I
人
の
子
ど
も
と
も
ど
も
処
刑
さ

れ

た
。
成
得
は
処
刑
に
際
し
、
処
刑
場
に
着
い
て
杭
に
縛
ら
れ

た
。
つ
い
で
二
人
の
子
も
連
れ
て
来
ら
れ
た
。
一
人
は
数
え
で

十
⊥
ハ
、
も
う
一
人
は
十
四
で
、
と
も
に
眉
目
秀
麗
で
あ
っ
た
。

お
そ
ら
く
ま
だ
塾
で
勉
強
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
〔
二
人
は
〕

到
着
す
る
と
、
促
さ
れ
て
成
得
に
向
か
っ
て
挨
拶
を
し
、
終
わ

る
と
先
に
刑
に
着
い
た
が
、
成
得
は
目
も
く
れ
な
か
っ
た
。
そ

の

後
、
成
得
は
耳
、
鼻
、
乳
と
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、
左
腕
か
ら
右

腕
、
胸
、
背
中
と
切
ら
れ
て
い
っ
た
。
初
め
は
血
が
出
て
い
た

が
、
や
が
て
黄
色
い
液
体
だ
け
に
な
っ
た
。
上
体
が
切
ら
れ
終

わ

っ

た

後

に
、
「
早
く
し
ろ
」
と
叫
ん
だ
が
、
処
刑
者
の
一
人

は

「
苦
し
め
る
よ
う
に
と
仰
せ
つ
か
っ
て
い
る
」
と
言
っ
た
。

成
得
は
目
を
閉
じ
て
成
仏
し
た
が
、
誰
の
指
示
に
従
っ
た
の
か

最
後
ま
で
口
を
割
ら
な
か
っ
た
。

　
成
得
を
捉
え
た
の
は
、
御
前
侍
衛
の
某
額
鮒
（
公
主
の
婿
）

で

あ
っ
た
。
額
鮒
は
侍
衛
で
武
勇
が
一
番
で
あ
っ
た
が
、
成
得

に
は
か
な
わ
な
か
っ
た
。
か
つ
て
、
成
得
と
武
術
比
べ
を
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
二
尺
（
約
六
十
セ
ン
チ
）
ば
か
り
の
長
さ
の

木
の

杭
を
十
数
本
一
列
に
並
べ
、
半
分
を
地
面
に
埋
め
て
し
っ

か

り
と
固
定
し
た
。
杭
の
間
隔
は
半
尺
（
十
五
セ
ン
チ
）
ほ
ど
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で
、
額
鮒
と
成
得
は
地
に
伏
せ
て
足
で
横
蹴
り
す
る
と
、
杭
は

抜
け
た
。
成
得
は
一
蹴
り
で
十
二
本
抜
い
た
が
、
額
鮒
は
七
本

だ

け
で
あ
っ
た
。
〔
事
件
の
〕
当
日
は
ど
う
し
て
、
額
鮒
に
勝

て

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
、
皇
帝
の
威
厳
に
圧

倒
さ
れ
、
魂
を
奪
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
4
）
。

　
こ
こ
で
は
、
武
侠
小
説
さ
な
が
ら
に
陳
徳
事
件
が
描
写
さ
れ
て

い
る
。

　
一
方
で
、
凄
惨
な
処
刑
の
様
子
が
描
写
さ
れ
、
凌
遅
刑
に
も
動

じ
な
い
陳
徳
の
意
志
の
強
さ
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の

記
事

に
よ
れ
ば
、
陳
徳
は
、
武
術
の
達
人
で
あ
り
、
出
自
も
立
派

な
人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
o
彼
は
、
刺
客
で
あ
り
、
首
謀
者
が
別

に
い
た
が
、
決
し
て
口
を
割
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
は
民

間
の
英
雄
と
し
て
の
陳
徳
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
た
だ
、
こ
の
話
は
、
か
な
り
の
脚
色
、
嘘
が
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
次
章
以
降
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
民
間
伝
承
と
し
て
の

F歴
史
」
が
い
か
に
形
成
さ
れ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
例
と

し
て
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
野
史
で
は
、
I
九
I
五
年
刊
『
清
宮
遺
聞
』
、
一
九

一
三

年
刊
『
満
清
稗
史
』
内
『
暗
殺
史
』
、
I
九
I
七
年
刊
『
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ザ

稗
類
紗
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
事
件
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
清
朝

滅
亡
後
、
清
朝
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
タ
ブ
ー
で
な
く
な
り
、
一

方
で
社
会
の
側
の
興
味
、
一
方
で
内
情
を
知
っ
た
遺
老
た
ち
が
、

お
そ
ら
く
生
計
を
立
て
る
た
め
に
、
清
朝
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
公
開

す
る
著
作
を
陸
続
と
し
て
出
版
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の

叙
述

に
は
違
い
が
あ
り
興
味
深
い
が
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上

扱
わ

な
い
。
た
だ
、
『
清
朝
野
史
大
観
』
巻
一
「
清
宮
遺
聞
」
と

『満
清
稗
史
』
内
『
暗
殺
史
』
で
は
、
陳
徳
は
天
理
教
の
一
味
だ

と
さ
れ
て
い
る
点
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
秘
密
結
社
の
一
味
で

武
術
の
達
人

の
陳
徳
が
皇
帝
を
刺
殺
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
ま

さ
に
国
家
転
覆
の
企
て
で
あ
り
、
歴
史
上
は
清
朝
が
下
り
坂
に
向

か

う
こ
と
を
象
徴
す
る
事
件
だ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

二
、
『
清
史
稿
』
に
見
え
る
陳
徳
事
件

　
次

に
、
一
章
で
紹
介
し
た
野
史
と
は
対
極
に
あ
る
公
式
記
録
に

お
け
る
陳
徳
事
件
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
清
朝
の
公
式
記
録
で

あ
る
『
仁
宗
容
皇
帝
実
録
』
に
お
け
る
記
録
を
確
認
し
た
い
o
同
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書
巻
一
〇
九
に
は
、
皇
帝
が
紫
禁
城
の
玄
武
門
の
内
側
に
あ
る
順

貞
門
に
入
ろ
う
と
し
た
時
、
「
突
然
、
一
人
の
男
が
走
り
出
て
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
ピ

た
（
突
と
し
て
一
人
の
趨
り
出
つ
る
有
り
）
」
と
だ
け
あ
る
。
捕

ま
っ
た
後
の
供
述
に
つ
い
て
は
「
供
述
内
容
は
常
軌
を
逸
し
て
い

た
。
翌
日
も
供
述
に
変
化
は
な
く
、
取
り
調
べ
後
も
変
化
は
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
む
シ

っ

た
」
と
書
か
れ
て
い
る
．
、
「
常
軌
を
逸
し
て
い
た
」
と
訳
し
た

部
分
の
原
文

は
、
「
出
乎
情
理
之
外
（
情
理
の
外
に
出
づ
）
」
で
あ

る
。
こ
の
「
情
理
」
と
は
、
字
解
き
を
す
れ
ば
「
天
理
・
人
情
」

で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
、
「
常
識
」
ぐ
ら
い
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
れ
は
清
朝
の
朝
廷
が
、
陳
徳
の
供
述
を
ど
う
捉
え
た
か

知
る
上
で
重
要
な
こ
と
ば
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
後
に
は
、
犯
人
に
立
ち
向
か
っ
た
六
人
が
賞
を
受

け
た
以
外
は
大
勢
の
役
人
が
処
罰
さ
れ
た
な
ど
、
臣
下
の
賞
罰
に

つ
い
て

長

々
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
『
清
実
録
』
は
皇
帝
の
立
場

か

ら
記
録
さ
れ
て
お
り
（
F
朕
」
と
い
う
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い

る
）
、
陳
徳
自
身
は
記
録
す
る
に
足
り
な
い
人
物
と
し
て
ほ
と
ん

ど
記
述
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
次

に
、
『
清
史
稿
』
の
記
述
を
確
認
し
よ
う
。
『
清
史
稿
』
は
中

華
民

国
に
な
っ
て
か
ら
編
纂
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
清
朝
の
記
録
を

も
と
に
し
て
お
り
、
清
朝
側

て

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
お
上
）
の
立
場
か
ら
の
記
載
と
し

　
閏
二
月
戊
寅
、
上
還
駐
圓
明
園
。
乙
酉
、
還
宮
、
入
順
貞

門
、
好
人
陳
徳
突
出
犯
駕
）
定
親
王
綿
恩
、
額
鮒
拉
旺
多
爾
濟

及
丹
巴
多
爾
濟
等
檎
獲
之
、
交
廷
臣
嚴
鞠
。
奨
査
綿
恩
等
有

差
。
丁
亥
、
祀
先
農
、
上
親
耕
錯
田
。
己
丑
、
詔
日
、
「
陳
徳

之
事
、
視
如
捌
犬
、
不
必
窮
鞠
。
所
漸
灌
者
、
徳
化
未
昭
、
始

有
此
警
予
之
事
耳
。
即
按
律
定
擬
。
」
是
日
、
陳
徳
及
其
二
子

伏
詠
。
予
告
大
學
士
王
木
川
陛
辞
、
賜
玉
鳩
杖
、
御
書
詩
章
、
馳

騨
回
籍
。
庚
寅
、
嚴
申
門
禁
。
（
『
清
史
稿
』
本
紀
十
六
）

陳
徳
の
名
前
や
捕
ま
え
た
臣
下
の
名
前
も
見
え
る
（
皇
帝
は
三
人

称
で

語
ら
れ
る
）
．
、
ラ
ワ
ン
・
ド
ル
ジ
（
拉
旺
多
爾
濟
）
、
ダ
ン

バ
・

ド
ル
ジ
（
丹
巴
多
爾
濟
）
は
と
も
に
モ
ン
ゴ
ル
族
の
王
族
で

公
主

を
賜
り
額
鮒
（
公
主
の
婿
）
に
な
っ
て
い
た
。
清
朝
が
多
民

族

国
家
で
モ
ン
ゴ
ル
族
な
ど
を
重
用
し
て
い
た
実
態
を
垣
間
見
る

　
　
　
　
　
　
ハ
ア
ソ

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
皇
帝
の
詔
勅

が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
皇
帝
は
以
下
の
よ
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う
な
詔
を
出
し
た
と
い
う
。

陳

徳
の
事
は
、
狂
犬
の
よ
う
な
も
の
で
、
徹
底
的
に
追
及
す
る

必
要
は

な
い
。
私
が
漸
悦
に
堪
え
な
い
の
は
、
私
の
徳
化
が
不

十
分
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
私
を
諌
め
る
事
件
が
起

き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
法
律
に
従
っ
て
処
分
せ
よ
。

こ
こ
で
は
、
陳
徳
は
狂
人
な
の
で
追
及
し
な
く
て
よ
い
と
い
う
発

言
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
陳
徳
は
実
際
に
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、

r嘉
慶
八
年
仁
宗
遇
刺
案
」
ー
軍
機
処
公
文
書
中
の
陳

徳
取
り
調
べ
記
録

　
本
章
で
は
、
軍
機
処
公
文
書
中
の
陳
徳
取
り
調
べ
記
録
を
ま
と

め

た
「
嘉
慶
八
年
仁
宗
遇
刺
案
」
に
よ
り
陳
徳
事
件
の
実
態
を
明

ら
か
に
し
た
い
o

　
最
初

に
、
「
嘉
慶
八
年
仁
宗
遇
刺
案
」
に
つ
い
て
説
明
し
て
お

v
o
こ
の
史
料
は
、
故
宮
博
物
院
掌
故
部
編
『
掌
故
叢
編
』
（
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ザ

風
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
二
六
三
～
二
七
三
頁
に
見
え
る
。
故

宮
博
物
院
（
掌
故
部
は
文
献
館
の
も
と
の
名
称
）
が
故
宮
に
残
さ

れ

て

い
た

史
料
を
公
開
し
た
も
の
で
信
愚
性
は
高
い
。
現
在
、
中

国
第
一
歴
史
棺
案
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
軍
機
処
棺
案
か
ら
陳
徳

事
件
に
関
す
る
尋
問
・
自
供
記
録
を
集
め
時
間
順
に
並
べ
た
も
の

　
　
　
ハ
い
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ザ

で

あ
る
。
た
だ
、
漢
字
の
間
違
い
が
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
ま
た

史
料
の
削
除
・
改
変
が
な
い
か
確
認
は
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
、

若
干
の
遺
憾
を
残
す
が
、
以
下
、
同
史
料
に
よ
り
、
陳
徳
事
件
の

仔
細
を
追
っ
て
み
た
い
。

　
以

下
、
「
嘉
慶
八
年
仁
宗
遇
刺
案
」
の
記
述
を
追
っ
て
、
事
件

の
真
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

こ
の
記
録
は
、
封
建
時
代
の
朝
廷
に
よ
る
記
録
で
あ
り
、
そ
の

バ

イ
ア
ス
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
事
件
の
真
相
を
明
ら

か

に
す
べ
く
犯
人
や
そ
の
周
辺
人
物
に
繰
り
返
し
尋
問
（
往
時
の

そ

れ

は
当
然
過
酷
な
拷
問
を
伴
う
）
が
行
わ
れ
、
取
調
官
は
そ
の

供
述
を
そ
の
口
吻
そ
の
ま
ま
に
記
録
し
た
。
皇
帝
刺
殺
未
遂
事
件

と
い
う
大
事
件
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
私
情
を
排
し
、
緊
張
感
を

持
っ
た
厳
正
な
捜
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
供
述
記

録

は
当
時
の
供
述
の
様
子
を
髪
髭
と
さ
せ
、
ま
た
芥
川
龍
之
介
の
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「藪
の

中
」
さ
な
が
ら
に
、
そ
の
真
相
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
さ

せ

る
も
の
で
あ
る
．
、
以
下
、
葉
数
は
、
『
明
清
筆
記
史
料
』
清
一

1
七

の

も
の
で
あ
る
。
「
軍
機
処
奏
片
」
な
ど
同
名
で
何
則
も
あ

る
文
書
に
は
丸
数
字
で
通
し
番
号
を
つ
け
た
。
日
本
語
訳
に
（
　
）

で
示

し
た
の
は
該
当
部
分
の
原
文
で
あ
る
。
（
＊
　
）
は
意
味
を

注
し
た
も
の
で
あ
る
、

事
件
当
日
（
二
十
日
）
の
取
り
調
べ
1
陳
徳
の
出
自

　
F
嘉
慶
八
年
仁
宗
遇
刺
案
」
で
は
、
冒
頭
に
事
件
の
捜
査
を
命

じ
る
「
嘉
慶
八
年
閏
二
月
二
十
日
上
諭
」
①
が
あ
る
（
『
嘉
慶
道

光
両
朝
上
諭
棺
』
第
八
冊
、
N
o
．
2
3
6
）
　
o

　

そ
の
次
に
は
、
取
り
調
べ
に
当
た
っ
た
軍
機
処
の
事
件
当
日
の

取
り
調
べ
記
録
が
あ
る
（
閏
二
月
二
十
日
「
軍
機
処
奏
片
」
①
）
。

も
っ
と
も
重
要
な
記
録
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
以
下
、
詳
し
く
紹
介

し
た
い
。

　
嘉
慶

八
年
（
一
八
〇
三
年
）
、
旧
暦
の
閏
二
月
二
十
日
、
嘉
慶

帝
が

円
明
園
か
ら
紫
禁
城
に
戻
り
、
紫
禁
城
北
の
神
武
門
か
ら
入

城

し
、
輿
に
乗
り
換
え
て
神
武
門
の
内
側
の
順
貞
門
に
入
る
と
こ

ろ
で
刺
客
に
襲
わ
れ
た
（
図
1
参
照
）
。
犯
人
は
捕
ま
り
取
り
調

べ
を
受
け
た
．
、
最
初
は
答
え
な
か
っ
た
が
問
い
詰
め
る
と
よ
う
や

　
　
　
　
　
　
　
に
ザ

V
口
を
開
い
た
。

晴
倭
口
行
蛉
人

　　

　　
　
　
　
　
　

「

眺
’

　
　
一

’

　
　
　
1
1
m
T
t
t
t
づ
’
u
L
”

　　　　　　　　一一一一　一一一一一ゴ
ー；繍繍輪

トー　1． 　　　　　　　　絃　‘『「　，

1：呈三理一　一1：，二幕葺
巨二≡鍵＝　－1・！一＝．i言一虻≡

1＼一㌻1’毒と蔑．’

　図1　陳徳嘉慶帝刺殺未遂現場の図
（播洪鋼「嘉慶皇帝遇刺案」（『紫禁城』2009年

1期））

＊嘉慶帝は神武門から入り、順貞門へと
　向かう。一方、陳徳は神武門左から飛
　び出してきた。

　
以

下
、
陳
徳
は
「
我
」
と
記
さ
れ
、
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
、
本
人
の
口
調
の
ま
ま
記
録
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
以
下
、
そ
の
内
容
を
述
べ
る
。
ま
ず
語
ら
れ
る
の
は
彼
の
出

自
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
私

は
、
名
は
陳
徳
、
北
京
生
ま
れ
で
、
数
え
で
四
十
七
歳
、

父
親
は

陳
良
、
母
親
は
曹
氏
で
す
。
か
つ
て
松
年
と
い
う
八
旗
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の

役
人
の
家
で
召
使
（
奴
）
を
し
て
い
ま
し
た
。

　
生

ま
れ
て
八
か
月
の
時
、
松
年
が
山
東
省
の
青
州
附
に
赴
任

す
る
の
に
随
っ
て
、
父
母
と
い
っ
し
ょ
に
山
東
省
に
移
り
住
み

ま
し
た
。

　
七
歳
の
時
、
松
年
が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
ま
ま
青
州

に
留
ま
り
、
〔
仕
事
の
関
係
で
〕
臨
邑
朱
知
県
に
も
一
年
住
み

ま
し
た
o

　
九

歳
か

ら
十
三
歳
ま
で
は
、
済
南
府
で
仕
事
な
く
過
ご
し
て

い
ま
し
た
（
閑
居
）
。

　
十
四
歳
に
な
る
と
、
ま
た
父
母
と
い
っ
し
ょ
に
章
邸
の
陳
知

県
に
移
り
、
十
五
歳
に
は
、
同
じ
章
邸
の
王
知
県
に
移
り
ま
し

た
。　

十
七
歳
か
ら
二
十
二
歳
ま
で
は
済
南
府
で
仕
事
な
く
過
ご
し

て

い
ま
し
た
。

　
二

十
三
歳
の
時
、
青
州
駐
防
で
八
旗
か
ら
平
民
に
な
っ
た
張

五
勒
の
娘

と
結
婚
し
ま
し
た
。

　
二
十
四
歳
の
時
、
青
州
府
の
李
濤
に
仕
え
、
二
十
八
歳
の
時

は
青
州
府
の
陳
准
に
仕
え
ま
し
た
。

　
二
十
九
歳
の
時
、
母
が
、
三
十
歳
の
時
、
父
が
亡
く
な
り
、

山
東
で
役
人
に
仕
え
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
従
姉

が
北
京
の
姜
家
に
嫁
入
り
し
て
お
り
、
甥
の
⊥
ハ
格
が
内
務
府
の

正
白
旗
護
軍
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
1
1
1
十
　
1
歳
の

時
、
北
京
に
来
て
、
六
格
を
訪
ね
、
彼
に
頼
っ
て
仕
事
場
所
を

探
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
三
十

二
歳
の

時
、
工
部
沈
員
外
に
仕
え
、
後
、
侍
衛
棚
武
布

に
五
年
間
仕
え
（
服
役
）
、
ま
た
兵
部
筆
帖
式
（
＊
書
記
）
の

慶
臣
に
も
仕
え
ま
し
た
。

　
三
十

八
歳
の

時
、
内
務
府
象
弁
処
の
子
と
い
う
苗
字
の
筆
帖

式
に
仕
え
ま
し
た
。

　
三

十
九
歳
の
時
、
広
東
の
香
山
に
行
き
、
韓
窯
頭
（
＊
窯
場

の

頭

？
）
の
も
と
で
働
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ま
た
奥
海
関

（
＊
広
東
税
関
）
に
つ
い
て
帰
っ
て
き
て
、
王
と
い
う
苗
字
の

家
の
孟
明
の
と
こ
ろ
で
飯
炊
き
（
厨
子
）
を
五
年
間
し
ま
し

た
。　

私
の
家
内
は
お
と
と
し
亡
v
な
り
ま
し
た
。
八
十
を
越
え
て

い

る
義
母
は
、
去
年
の
秋
、
転
ん
で
半
身
不
随
に
な
り
、
私
に

頼
っ
て
生
き
て
い
ま
す
。
二
人
の
息
子
は
、
上
は
十
五
歳
で
禄

児
と
言
い
、
お
と
と
し
回
教
徒
の
崔
学
生
の
家
で
雇
わ
れ
ま
し
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た
（
e
e
H
）
o
下
は
十
三
歳
で
対
児
と
言
い
、

に
い
ま
し
た
。

私
と
孟
明
の
家

　
こ

の
供
述
か
ら
見
え
る
陳
徳
は
、
一
言
で
言
え
ば
下
層
民
で
あ

る
（
科
挙
を
受
験
し
、
役
人
に
登
用
さ
れ
る
よ
う
な
身
分
で
は
な

い
）
．
雑
用
係
と
し
て
何
人
も
の
役
人
に
仕
え
た
が
、
し
ば
し
ば

職
を
失
い
、
生
活
は
安
定
せ
ず
、
四
十
五
歳
で
妻
を
亡
く
し
、
体

が
不
自
由
な
妻
の
母
と
二
人
の
子
ど
も
を
抱
え
て
い
た
。

　

こ
の
供
述
の
中
、
三
十
九
歳
の
時
、
広
東
に
行
っ
た
と
い
う
の

は

後
日
修
正
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

事
件
当
日
（
1
1
＋
日
）
　
g
取
り
調
べ
1
事
件
の
顛
末

　
出
自
に
つ
い
て
語
り
終
え
た
陳
徳
は
、
次
に
事
件
の
経
緯
を
語

る
。　

今
年
の
1
1
月
　
（
＊
事
件
の
あ
っ
た
閏
二
月
の
前
の
月
）
、
孟
家

は

我
家

の

人

数
が
多
す
ぎ
る
と
し
て
首
に
し
て
追
い
出
し
ま
し

た
。
私
は
前
月
（
二
月
）
二
十
五
日
に
出
て
き
て
、
甥
の
姜
六
格

の

家
に
二
十
日
泊
ま
り
ま
し
た
。
義
母
が
い
て
は
甥
の
家
に
も
住

め

な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
他
に
行
く
当
て
も
あ
り
ま
せ

ん
o
そ
こ
で
思
い
出
し
た
の
が
、
孤
帽
胡
同
（
＊
現
天
安
門
広
場

西
）
で
街
の
見
張
り
を
し
て
い
る
黄
五
福
と
い
う
友
人
で
す
。
私

は

今
月
（
g
m
l
1
月
）
十
五
日
に
彼
の
家
に
行
き
、
住
ま
せ
て
く
れ

と
言
う
と
、
黄
五
福
は
承
知
し
て
v
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私
は

義
母

と
息
子
と
い
っ
し
ょ
に
十
六
日
に
引
っ
越
し
ま
し
た
o
仕
事

場
所

を
探
す
手
立
て
も
な
く
、
老
人
と
子
供
も
頼
れ
る
人
が
お
ら

ず
、
切
羽
詰
ま
っ
て
死
の
う
と
思
い
ま
し
た
（
實
在
情
急
、
要
求

死
路
）
。
そ
こ
で
、
十
八
日
、
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
（
義
母
）
が
禄
児

に

会
い
た
が
っ
て
い
る
」
と
嘘
を
つ
い
て
彼
を
呼
び
寄
せ
、
二
日

い

っ

し
ょ
に
過
ご
し
ま
し
た
。
彼
を
見
る
と
踏
ん
切
り
が
つ
く
と

思
っ
た
か
ら
で
す
（
我
想
見
見
他
好
去
尋
死
）
。
私
は
ま
た
誰
に

も
知
ら
れ
ず
に
自
殺
す
る
の
は
無
駄
死
に
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

し
た
（
又
想
自
尋
短
見
無
人
知
道
、
山
豆
不
柾
自
死
了
。
）
。
皇
帝
が

今

日
、
紫
禁
城
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
聞
き
、
私
は
早
起
き
し
て
家

を
出
ま
し
た
。
対
児
が
「
ど
こ
に
行
く
の
」
と
聞
い
た
の
で
、
適

当
に
「
友
達
の
胡
老
二
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
お
前
の
た
め
に
仕

事
場
所

を
見
つ
け
る
ん
だ
」
と
答
え
ま
し
た
o
私
は
長
男
を
連
れ

て

東
華
門
に
入
り
、
東
西
牌
楼
門
（
＊
1
7
a
で
は
東
四
牌
楼
門
）

を
出
て
西
爽
道
を
通
っ
て
神
武
門
に
到
り
、
人
ご
み
の
中
に
紛
れ
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　　　　図2　紫禁城図
（西武美術館・朝日新聞社編『日中

国交正常化十周年記念　北京故宮博

物院展」（西武美術館・朝日新聞社、

1982年）p．16）

　　蓑
1＼疹

冷。

／三

　
　
　
　
↑
…
一
　
　
s

璽

．＿＿一＿＿＿一＿」一 　　　　　　　　　’　　　　　　　　、

ロ
　
　
に
プ
ベ
　
ド

ミ
、
‘
＼

Ci）東華門（右下部）、②神武門（上

部）、②順貞門（上部）、④軍機

処（中央部）。西爽道は⑤⑥⑦
のいずれか未詳。『紫禁城』（故
宮博物院紫禁城出版社、1987年）

p．135に寧寿宮西爽道の写真が
あるがこれは⑤。高い壁に囲ま
れた細い通路である。東西牌楼
門（17aでは東四牌楼門）は未詳。

！
匡
‘
レ

帝
　
ガ
た
属
書
定

皇

弘
ン
け
直
文
撰

　
ド
が
た

ユ

設
に

要
の

節
つ
ジ
に
帝
重
諭

繋
年
驕
．
芹
吐

　
じ
　
コ

国
き
7
2
、
り
え
帝

外

と
1
際
ま
支
皇

巌
縞
籔
ピ

門
見
処
反
営
独
成
つ

華

謁
機

の

本

、

作

担

東

に
軍
ル
大
し
を
も

＊
　
　
＊

て

い

ま
し
た
（
＊
図
2
参
照
）
。
皇
帝
が
お
見
え
に
な
っ
た
の
を

見
て
、
私
は
小
刀
（
身
偏
小
刀
）
を
持
っ
て
飛
び
出
し
ま
し
た
。

皇
帝

を
犯
す
罪
を
起
こ
せ
ば
た
ち
ど
こ
ろ
に
侍
衛
大
臣
に
命
じ
て

私

を
滅
多
切
り
に
さ
れ
る
で
し
ょ
う
（
叫
侍
衛
大
臣
椚
把
我
乱
刀

刹
死
）
。
こ
れ
は
痛
快
だ
し
、
自
分
の
死
も
人
に
知
ら
れ
ま
す

（死
個
爽
快
、
也
死
個
明
白
）
。
こ
れ
以
外
の
理
由
も
な
け
れ
ば
、

恨
み

が
あ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
人
の
指
図
を
受
け
た

わ

け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
嘘
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
私
の
長
男
は
私

が
事
を
起
こ
し
た
の
を
見
て
き
っ
と
逃
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ

う
。　

以

上
、
実
に
詳
し
く
犯
行
当
日
の
様
子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
供
述
に
対
す
る
軍
機
処
の
役
人
の
コ
メ
ン
ト
が
、
二
章
で
紹

介
し
た
『
仁
宗
容
皇
帝
実
録
』
の
「
情
理
の
外
に
出
づ
（
常
軌
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ザ

逸
し
て
い
る
）
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　
た

だ

で

さ
え
、
生
活
に
困
っ
て
い
た
陳
徳
は
、
仕
事
も
失
い
、

自
暴
自
棄
に
な
り
、
自
ら
の
死
に
場
所
を
選
ん
で
皇
帝
を
襲
う
こ

と
に
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
陳
徳
の
供
述
は
、
「
檸
耳
脆
錬
」
（
耳
を
つ
ね
り
鎖
に
ひ
ざ

ま
ず
き
押
さ
え
つ
け
る
）
と
い
う
拷
問
（
図
3
、
図
4
参
照
）
を
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ヲ．斗〆’．い、

　　　　　　　図3　檸耳
（Mason，　George　HenryT　The・Pimish77t？））t∫　of　China

（京インド会社、ヘンリー・メイソン編『清朝

刑罰図』、1808年ロンドン出版）。明治大学博

物館の展示にあり。画像は、The　New　York
Public　Libraiy　Digital　Collectionsより：）

加
え
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
役
人
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ

う
な
理
由
で
皇
帝
を
襲
う
な
ど
あ
り
え
な
か
っ
た
．
）
そ
の
背
後
に

陰
謀
が
あ
る
と
思
い
調
べ
た
が
、
い
く
ら
調
べ
て
も
そ
れ
以
上
の

も
の
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
日
の
取
り
調
べ
記
録
に
は
、
家
の
貸
主
で
あ
る
歩
兵
黄
五

ハロ
レ

福
及
び
陳
徳
の

子
・
対
児
の
供
述
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
人

に
陳
徳
が
凶
行
に
及
ん
だ
理
由
を
尋
ね
た
が
、
と
も
に
、
犯
行
の

気
配
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
も
な
く
「
何
も
知
り
ま
せ
ん
」
と
答
え

た
。

藩
　
　
ヂ
ノ
ヲ

　
　
巨
．
文

　
’

人
　
　
　
　
　
　
ノ

　　　　　　図4　脆錬
σ点石斎画報』大可堂版2－52「研訊盗案」）

警
護
の
問
題

　
紫
禁
城
に
は
当
然
、
厳
し
い
敬
言
備
体
制
が
敷
か
れ
て
い
た
は
ず

で

あ
る
。
各
門
の
警
備
は
大
臣
に
責
任
が
振
り
分
け
ら
れ
、
警
備

の

人
員
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
陳
徳
は
城
門
に
お
い
て
チ

ェ

ッ
ク
を
受
け
る
こ
と
な
く
入
城
で
き
た
。
陳
徳
は
、
紫
禁
城
内

で

雑
役
と
し
て
働
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
紫
禁
城
内
に
勤
務
す
る

者

に
は
厳
格
な
チ
ェ
ッ
ク
が
な
さ
れ
て
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。

46



　
そ
し
て
、
皇
帝
刺
殺
未
遂
事
件
が
起
き
た
こ
と
は
、
敬
言
備
上
の

大
失
態
で
あ
り
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
朝
廷
に
お
い
て
そ
の
処

罰
に
つ
い
て
侃
々
誇
々
に
議
論
が
行
わ
れ
、
多
く
の
者
に
厳
し
い

処
分
が
下
り
、
以
後
、
敬
言
護
を
厳
格
に
す
る
よ
う
皇
帝
の
命
が
下

っ

た
。
大
勢
い
る
警
護
の
者
が
無
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
皇
帝
の
怒

り
を
買
っ
た
。

　
神
武

門
西
側
を
管
轄
し
て
い
た
護
軍
章
京
の
賢
福
は
職
を
解
か

図5　首枷をつけ市中引き回しする様子
　（『点石斎画報』大可堂版5－1「巡捕戴枷」）

＊『大清律集解附例』（『続修四庫全書』863史
部政書類（上海古籍出版社、1995年））によると、
枷は縦96cm、横64cmで、重さは15kgほどであっ
た（ただし罪の重さによってはさらに重いもの
もあったようだ）。p．244「長三尺／闊二尺／九
寸（＊厚さか？）」「枷以乾木為之。重二十五勧。
勅数刻誌枷上．再律例内有特用重枷者不在此限。」

れ
、
熱
河
で
辺
境
の
敬
言
護
に
充
て
ら
れ
た
。
五
名
の
護
軍
は
財
産

を
没
収
さ
れ
、
三
か
月
首
枷
を
つ
け
て
さ
ら
さ
れ
（
図
5
参
照
）
、

そ

れ

が
終
わ

る
と
鞭
打
ち
の
上
、
放
免
と
な
っ
た
。
そ
の
他
、
多

V
の
人
員
に
つ
い
て
の
処
分
が
細
か
く
記
録
さ
れ
て
い
る
（
3
b

「
嘉
慶
八
年
閏
二
月
二
十
一
日
上
諭
」
②
お
よ
び
4
b
「
閏
二
月

二

十
一
日
慶
桂
等
奏
摺
」
①
は
そ
の
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
）

が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
（
一
覧
表
を
作
っ
た
の
で
機
会
が
あ
れ

”
，
i
e

　　　　　　　図6　清代の腰牌
（中国第一歴史桔案館編『清代文書檎案図鑑』（三聯書店、

2004年）p．118）

＊〔左〕「關防衙門／同治九年製造」。

書き入れ：左「面黄無髪」。
＊〔右〕「内務府堂上／光緒三十一年製造」。

書き入れ：右「三十二歳」、左「面黄無髪」。
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ば
公
開
し
た
い
）
。

　

そ
し
て
、
門
禁
を
厳
格
に
せ
よ
と
の
命
を
受
け
、
以
後
、
門
の

出
入
に
際
し
て
は
、
「
腰
牌
」
と
呼
ば
れ
る
通
行
許
可
書
（
図
6

参
照
）
を
必
ず
携
帯
・
検
査
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
ハ
ほ
ザ

に
な
る
。

e
w
l
1
＋
1
m
の
取
り
調
べ
1
陳
徳
の
傷
害
未
遂
事
件
（
？
）
の
発
覚

　
事
件
の
翌
二
十
一
日
、
引
き
続
き
、
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
。

取
り
調
べ
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
陳
徳
、
陳
徳
の
子
・
対
児
・

禄
児
、
陳
徳
と
親
し
か
っ
た
王
四
（
対
児
か
ら
陳
徳
と
親
し
か
っ

た
と
聞
き
出
し
た
）
、
陳
徳
の
大
家
の
黄
五
福
、
そ
れ
に
内
務
府

の
包
衣

（下
僕
）
の
達
常
索
で
あ
る
。

　
陳
徳
に
は
拷
問
を
加
え
な
が
ら
厳
し
い
尋
問
が
行
わ
れ
た
が
、

供
述

は
昨
日
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
以
下
、
6
a
「
軍
機
処
奏

片
」
④
に
見
え
る
該
当
部
分
を
紹
介
す
る
。
取
り
調
べ
を
し
た
役

人

の
立
場
で
書
か
れ
て

い
る
。

　
私

ど
も
は
さ
ら
に
陳
徳
を
拷
問
し
（
檸
耳
脆
錬
）
、
F
当
日
、

皇
帝
が
神
武
門
か
ら
入
城
さ
れ
順
貞
門
（
花
園
門
）
で
輿
に
乗

り
換
え
ら
れ
る
こ
と
を
以
前
か
ら
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
お

前
は
、
死
の
う
と
し
て
い
た
の
な
ら
、
ど
う
し
て
街
頭
で
行
わ

ず

に
、
城
内
で
輿
を
狙
っ
た
の
だ
」
と
詰
問
し
ま
し
た
o

　
陳
徳
の

回
答
は
以
下
の
よ
う
で
す
。
「
私
は
、
街
路
に
敷
物

が
敷
か
れ
て

い

る
の
を
見
て
、
皇
帝
が
入
城
さ
れ
る
と
知
り
ま

し
た
。
西
華
門
に
来
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
聞
い
て
い
た
の

で

す
が
、
そ
の
後
、
城
内
に
入
っ
て
か
ら
、
人
に
聞
い
て
、
皇

帝
が

神
武
門
に
進
ま
れ
る
と
知
り
、
そ
ち
ら
に
行
っ
た
の
で

す
。
皇
帝
が
花
園
門
の
外
で
輿
に
お
乗
り
換
え
に
な
る
こ
と
は

知

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
刀
を
持
っ
て
輿
を
襲
っ
た
の
は
皇
帝

を
襲
お
う
（
驚
駕
）
と
し
た
の
で
す
。
」

　
「
襲
お
う
と
思
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
。
誰
の
指
図
だ
」
と
厳
し

v
尋
問
す
る
と
、
「
生
活
が
苦
し
く
て
死
の
う
と
思
っ
た
の
で

す
。
十
八
日
に
、
皇
帝
が
入
城
さ
れ
る
時
に
皇
帝
を
襲
お
う
と

思

い

ま
し
た
。
こ
の
罪
を
犯
せ
ば
、
即
刻
切
ら
れ
て
（
立
刻
將

我
刹

死
）
、
痛
快
に
死
ね
る
（
死
得
爽
快
）
と
思
っ
た
の
で
す
。

私
め

の

馬
鹿
が
し
で
か
し
た
罪
で
（
實
係
我
糊
塗
自
作
的
肇
）
、

誰
か

に
指
図
さ
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
申
し
ま
し
た
。
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捜
査
側

は
、
陳
徳
が
単
独
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
で
か
す
は
ず

が

な
く
、
背
後
に
首
謀
者
が
い
る
と
考
え
た
。
だ
が
、
そ
の
捜
査

は

ず
っ
と
肩
透
か
し
を
食
ら
う
こ
と
に
な
る
。
陳
徳
の
家
も
捜
査

さ
れ
た
が
何
も
怪
し
い
も
の
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

　
事
件
当
日
、
陳
徳
は
宮
廷
内
で
知
り
合
い
は
い
な
い
か
尋
ね
ら

れ
、
内
務
府
（
内
廷
の
衣
・
食
・
住
・
行
を
担
当
す
る
）
の
包
衣

（下

僕
）
の
達
常
索
と
答
え
た
よ
う
だ
。
二
十
一
日
の
5
b
F
閏

二

月
二
十
一
日
軍
機
処
奏
片
」
②
に
は
彼
の
供
述
が
記
録
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ン

い

る
。
達
常
索
は
以
前
ニ
ハ
年
前
）
、
皇
妃
の
誠
妃
娘
娘
に
仕
え

る
宙
官
・
楊
の
下
で
働
い
て
い
た
。
そ
の
時
、
陳
徳
は
達
常
索
に

つ
い
て

働
い
て
お
り
、
楊
と
も
面
識
が
あ
る
だ
ろ
う
と
答
え
た
。

　

こ
こ
で
、
富
官
の
楊
進
喜
が
疑
わ
し
い
人
物
と
し
て
捜
査
の
祖

上

に
上
り
、
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
楊
進
喜

は
そ
の
当
時
陳
徳
を
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
現
在
に
至
る
⊥
ハ
年

間
全
く
会
っ
て
い
な
い
と
述
べ
（
陳
徳
も
同
様
に
言
っ
た
）
、
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

罪
放
免

と
な
っ
た
（
6
a
「
軍
機
処
奏
片
」
③
）
。

　
上
述
の

よ
う
に
、
二
十
一
日
の
捜
査
で
は
、
対
児
・
禄
児
、
陳

徳

と
親
し
か
っ
た
王
四
、
陳
徳
の
大
家
の
黄
五
福
に
も
取
り
調
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

が
行
わ
れ
た
。
対
児
、
王
四
か
ら
は
何
ら
情
報
が
引
き
出
せ
な
か

っ
た
。

　
一
方
、
禄
児
の
供
述
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
（
7
b
「
禄

児
供
述
」
）

　

…
今
年
の
正
月
、
父
は
長
い
間
仕
事
が
な
か
っ
た
（
間
住
日

久
）
た
め
に
衣
服
を
す
べ
て
質
入
れ
し
、
ず
い
ぶ
ん
ふ
さ
ぎ
込

ん

で

い

ま
し
た
（
愁
悶
不
過
）
。
今
月
十
四
、
五
日
に
、
飲
み

屋

で
誰
か

と
喧
嘩
に
な
り
、
小
刀
を
出
し
て
人
を
刺
そ
う
と

し
、
黄
五
福
が
止
め
に
入
り
刀
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
黄
五
福
は
家
に
帰
っ
て
か
ら
、
「
尋
問
さ
れ
る
ぞ
（
可
査

問
的
）
」
と
言
い
ま
し
た
。
私
は
去
年
か
ら
崔
家
で
雇
わ
れ
て

い

ま
し
た
が
、
今
月
十
八
日
父
は
私
に
外
祖
母
に
会
う
た
め
に

暇

を
も
ら
っ
て
帰
っ
て
来
さ
せ
ま
し
た
。
〔
帰
っ
て
み
る
と
〕

父

は
や
や
ふ
さ
ぎ
込
ん
だ
様
子
で
し
た
（
有
些
氣
悶
的
様
子
）
。

昨
日
早
朝
、
父
は
私
を
連
れ
て
家
を
出
て
、
私
た
め
に
別
の
雇

い
主

を
探
し
て
や
る
と
言
い
ま
し
た
。
私
は
父
に
つ
い
て
東
安

門
（
＊
東
華
門
の
真
東
）
に
入
り
ま
し
た
。
父
は
飲
み
屋
で
紹

興
酒

と
木
瓜
酒
を
そ
れ
ぞ
れ
半
椀
ず
つ
飲
み
、
私
と
東
華
門
に

入

り
、
回
っ
て
神
武
門
内
に
行
き
ま
し
た
。
父
は
私
に
＝
言
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言
っ
て
お
く
。
私
は
す
ぐ
に
死
ぬ
が
、
お
前
は
死
体
を
確
認
し

に
く
る
な
（
我
與
休
説
一
句
話
。
我
即
刻
就
要
尋
死
了
。
休
可

不
要
來
認
屍
）
」
と
言
い
ま
し
た
。
私
は
「
ど
う
い
う
意
味
だ
」

と
聞
き
ま
し
た
が
、
「
も
う
す
ぐ
わ
か
る
。
気
に
す
る
な
（
1

會
見
休
就
看
見
了
。
休
不
用
管
）
」
と
言
い
ま
し
た
。
そ
れ
ほ

ど
経
た
ず
に
、
皇
帝
の
輿
が
や
っ
て
く
る
の
を
見
る
と
、
父
は

前
に

飛
び

出
し
て
い
き
ま
し
た
。
私
に
は
、
父
が
手
に
刀
を
持

っ

て

い

た
が
、
大
勢
の
人
が
父
を
囲
ん
で
抑
え
込
ん
だ
の
が
見

え
ま
し
た
o
私
は
押
さ
れ
て
地
面
に
倒
れ
、
起
き
上
が
る
と
す

ぐ
に
走
っ
て
家
に
帰
り
ま
し
た
。
家
で
弟
の
対
児
が
ふ
ざ
け
て

い

る
の
を
見
て
、
「
何
楽
し
ん
で
い
る
ん
だ
。
親
父
が
事
を
し

で
か

し
た
ぞ
（
休
不
要
樂
了
。
父
親
已
闇
出
事
來
）
」
言
い
ま

し
た
。
父
が
刀
を
所
持
し
て
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
（
混
闇
）
こ
と

に
つ
い
て
は
、
私
は
事
前
に
全
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
o
以

上
、
事
実
で
す
。

　

こ
こ
に
は
、
十
四
、
五
日
に
飲
み
屋
で
喧
嘩
に
な
り
、
小
刀
を

出
し
て
人
を
刺
そ
う
と
し
、
黄
五
福
が
止
め
に
入
り
刀
を
取
り
上

げ
た
と
い
う
新
し
い
情
報
が
見
え
る
。
た
だ
、
こ
の
時
、
禄
児
は

外
で
住
み
込
み
で
働
い
て
い
て
家
に
は
お
ら
ず
、
本
人
が
見
た
は

ず
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
の

か
o
以
下
の
黄
五
福
の
供
述
を
見
て
見
よ
う
。
黄
五
福
は
前
日
も

取
り
調
べ
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
の
時
は
何
も
知
ら
な
い
と
言
っ

て

い

た
。
だ
が
、
こ
の
日
は
拷
問
が
加
え
ら
れ
さ
ら
に
厳
し
い
尋

　
　
　
　
　
　
　
い
ザ

問
が
行
わ
れ
た
。

　
陳

徳
は
、
今
月
十
四
日
に
私
の
家
に
引
っ
越
し
て
き
て
、

r数
日
住
ま
せ
て
く
れ
」
と
言
い
ま
し
た
。
私
は
日
ご
ろ
よ
く

知
っ
て
い
る
の
で
置
い
て
や
り
ま
し
た
。
こ
の
日
、
彼
と
茶
館

に
行
き
茶
を
飲
み
ま
し
た
。
彼
は
「
酒
を
飲
み
た
い
」
と
言

い
、
＝
亜
の
酒
を
飲
み
ま
し
た
。
一
人
の
知
ら
な
い
男
が
陳
徳

と
各
地
方
の
出
産
物
に
つ
い
て
雑
談
を
始
め
ま
し
た
。
そ
の
男

は

笹
櫓

（
＊
プ
ル
、
チ
ベ
ッ
ト
産
の
織
物
）
は
台
湾
産
だ
と
言

い
、
陳
徳
は
チ
ベ
ッ
ト
産
だ
と
言
い
、
両
者
と
も
譲
り
ま
せ
ん

で

し
た
。
陳
徳
は
酒
を
飲
み
終
え
た
後
に
怒
っ
て
小
刀
を
抜
い

て

そ
の
男
を
刺
そ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
男
は
起
き
上
が
っ
て

逃
げ

た
の
で
、
刺
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
は
彼
に

家
に
帰
る
よ
う
に
言
い
ま
し
た
o
次
の
朝
、
私
が
彼
に
「
お
前
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が

こ
ん
な
こ
と
を
し
で
か
す
の
な
ら
俺
は
置
い
て
お
け
な
い

そ
」
と
言
う
と
、
彼
は
逆
に
怒
っ
て
、
「
俺
は
そ
の
う
ち
強
い

対

児
を
連
れ
て
い
く
。
役
人
な
ど
怖
く
も
な
い
。
刀
で
一
人
殺

せ
ば
俺
の

命
で
償

う
ま
で
だ
（
享
刀
孔
死
了
1
個
我
與
他
抵

償
）
。
二
人
殺
せ
ば
、
一
人
分
得
を
す
る
。
四
五
人
殺
せ
ば
も

っ

と
得
で
き
る
。
こ
の
数
日
の
内
に
事
を
起
こ
し
て
や
る
」
と

言
い
ま
し
た
。
私
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
怖
く
な
り
、
母
に
相

談

し
、
野
菜
を
切
り
た
い
の
で
と
口
実
を
つ
け
て
彼
か
ら
小
刀

を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
彼
は
刀
を
常
に
体

か

ら
離
さ
ず
、
ど
う
し
て
も
貸
し
て
v
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
二

十

日
に
、
私
は
街
に
仕
事
に
出
か
け
て
、
彼
が
ど
の
よ
う
に
し

て

神
武
門
に
行
っ
て
事
を
起
こ
し
た
の
か
全
く
存
じ
ま
せ
ん
。

以

上
、
事
実
で
す
。
（
8
b
F
黄
五
福
供
述
」
②
）

　

こ
こ
で
は
、
禄
児
の
述
べ
て
い
た
飲
み
屋
で
の
ト
ラ
ブ
ル
が
旦
ハ

体

的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
陳
徳
は
、
常
に
小
刀
を
身
に
着
け
て
お

り
（
こ
れ
は
事
件
へ
の
伏
線
に
な
る
）
、
酔
っ
た
勢
い
で
人
を
刺

す
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
注
意
し
た
黄

五
福
に

逆
切
れ

し
、
F
役
人
も
怖
く
な
い
。
数
日
の
う
ち
に
事
を

起

こ
す
」
と
皇
帝
刺
殺
未
遂
事
件
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
こ
と
ま

で

語
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
供
述
に
は
多
く
の
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
こ
と
が
本

当
で
あ
れ
ば
、
黄
五
福
は
な
ぜ
前
日
の
取
り
調
べ
の
時
、
供
述
し

な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
、
前
日
は
、
陳
徳
が
家
に
来
た
の
は
十
五

日
と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
の
供
述
で
は
十
四
日
と
し
、
飲
み
屋
で

の

事
件
の
日
が
r
捻
出
」
さ
れ
て
い
る
。
陳
徳
自
身
は
、
前
日
の

取
り
調
べ
で
は
十
六
日
（
許
可
を
も
ら
っ
た
の
が
十
五
日
）
と
言

っ

て

い
た

（
ち
な
み
に
、
二
十
四
日
の
最
終
報
告
で
は
十
五
日

（16

a
）
と
さ
れ
て
い
る
）
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
十
四
日

に
黄
五
福
と
陳
徳
が
飲
み
に
行
っ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
。

ま
た
、
そ
の
後
（
1
1
十
1
1
1
日
）
、
黄
五
福
の
弟
・
黄
二
の
供
述
に

は
「
陳
徳
は
こ
の
よ
う
な
事
件
を
起
こ
す
傾
向
は
全
く
な
か
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
れ
ば
私
も
兄
も
彼
を
家
に
お
い
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ロ
リ

V
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
」
と
答
え
て
い
る
。
正
論
で
あ
ろ
う
。

　
以
下

は
想
像
に
な
る
が
、
連
日
に
渡
り
拷
問
を
伴
っ
た
取
り
調

べ
を
受
け
、
陳
徳
に
つ
い
て
事
件
に
結
び
付
く
前
兆
・
人
間
性
を

聞
か
れ
た
黄
五
福
は
、
以
上
の
飲
み
屋
で
の
ト
ラ
ブ
ル
お
よ
び
そ

の

後
の
陳
徳
の
態
度
を
創
作
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
れ
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に
禄
児
も
同
調
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
も
考
え
な
い
と
つ

じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
後
に
黄
五
福
自
身
に
禍
を

招
く
こ
と
に
な
る
。

11＋
1
I
日
の
取
り
調
べ

　
陳
徳
に

対
す
る
厳
し
い
取
り
調
べ
は
続
い
た
。
二
十
一
日
夜
、

代
わ
る
代
わ
る
徹
夜
で
尋
問
が
行
わ
れ
た
。
徹
夜
も
含
め
拷
問
に

よ
る
捜
査
は
現
在
で
は
不
当
な
捜
査
だ
が
、
当
時
は
逆
に
厳
正
な

取
り
調
べ
を
行
っ
た
と
い
う
意
味
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
厳
し
い
取
り
調
べ
の
た
め
、
陳
徳
は
意
気
消
沈
し
、
最
初
の
凶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

暴
な
様
子
と
は
見
違
え
る
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
自
分

た
ち
の
尋
問
の
成
果
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
初
凶
暴

で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
ど
こ
ま
で
本
当
か
わ
か
ら
な
い
。

　
陳
徳
は

元
気
が

な
く
な
っ
た
が
、
誰
の
指
図
か
と
い
う
問
い
に

は
一
貫
し
て
「
誰
も
い
な
い
」
と
答
え
た
。
以
下
、
陳
徳
の
一
人

称
で
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
載
せ
る
。

　
私
は

生
活
が
苦
し
く
、
今
後
も
暮
ら
し
に
く
い
だ
ろ
う
と
思

う
と
、
怒
り
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。
今
月
十
四
日
、
茶
館
内
で

い

つ

し
ょ
に
酒
を
飲
ん
で
い
た
人
と
喧
嘩
を
し
て
、
私
は
刀
で

刺
そ
う
と
し
て
、
黄
五
福
に
刀
を
奪
わ
れ
止
め
ら
れ
、
さ
ら
に

腹
が
立

っ

て
、
突
然
、
「
死
ぬ
の
な
ら
目
立
っ
て
死
に
た
い

（求
死
又
要
死
的
明
白
）
」
と
い
う
思
い
が
湧
い
て
き
て
、
つ
い

に

馬
鹿
な
こ
と
を
考
え
行
動
に
移
し
て
し
ま
い
ま
し
た
（
遂
乱

想
胡
行
起
来
）
。
今
、
私
に
指
図
し
た
人
を
お
尋
ね
に
な
る
の

は

当
然
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
を
指
図
し
た
人
は
本
当
に
お
ら

ず
、
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
死
に
た
か
っ
た

だ

け
で
、
捕
ま
っ
た
時
に
は
無
差
別
に
人
に
切
り
つ
け
た
だ
け

で
、
他
の
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
9
a
「
徳
瑛
等
奏

片
」
）
。

　

こ
の
日
の
午
後
十
二
時
ご
ろ
、
陳
徳
の
元
の
主
人
の
孟
明
の
家

の

使
用
人
張
の
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
。
陳
徳
の
供
述
で
は
、
陳

徳
1
家
の
人
数
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
理
由
で
首
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
（
2
a
「
嫌
我
人
多
將
我
一
家
辞
出
」
）
が
、
張
に

よ
れ
ば
、
何
度
も
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
騒
ぎ
を
起
こ
す
の
で
首
に
な
っ

た

（
9
b
「
因
屡
次
醇
闇
、
今
年
二
月
將
他
辞
出
」
）
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。
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二
十
三
日
の
取
り
調
べ

　

こ
の
日
の
取
り
調
べ
で
陳
徳
は
、
初
め
の
う
ち
は
前
の
二
日
と

同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
た
が
、
や
が
て
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ

た
話
を
始
め
た
。
そ
の
部
分
を
以
下
に
引
用
す
る
。

　
私

は
、
嘉
慶
二
年
に
あ
る
夢
を
見
ま
し
た
。
そ
の
夢
で
は
、

一
人

の
人
－
私
の
友
人
の
王
福
に
似
て
い
ま
し
た
－
に
導
か
れ

て
、
あ
る
場
所
に
行
き
ま
し
た
o
そ
こ
に
は
、
い
く
つ
か
の
建

物
が
あ
り
、
夢
の
中
で
私
は
東
宮
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

を
見
た
後
、
厨
房
に
行
っ
て
、
そ
の
王
福
の
よ
う
な
人
は
見
え

な
く
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
嘉
慶
三
年
に
、
水
な
し
川
に
か
か
っ
た
橋
（
無
水

橋
）
の
下
に
寝
そ
べ
っ
て
い
る
夢
を
見
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
時
、
あ
る
人
が
私
を
橋
の
上
に
引
っ
張
り
上
げ
ま
し
た
。

橋
の

上
か

ら
見
る
と
あ
る
県
庁
（
知
府
）
の
正
殿
の
裏
の
よ
う

で

し
た
。
私
は
程
郷
繭
蜂
抱
（
＊
広
東
の
梅
州
産
の
上
質
の

絹
）
を
身
に
着
け
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
目
が
覚
め
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
『
文
昌
書
紗
』
を
見
て
悟
り
ま
し
た
o
以
上
二
つ

の
夢
の
東
宮
と
は
禁
門
の
門
番
（
守
闘
）
の
こ
と
で
、
橋
の
下

で
寝
て
い
た
の
は
蛆
龍
（
＊
龍
の
子
、
原
文
「
斜
」
）
、
県
庁
は

黄
堂

（
＊
太
守
の
居
場
所
）
、
程
郷
繭
蜂
抱
は
黄
龍
抱
（
＊
皇

帝
の

服
）
だ
っ
た
の
で
す
。
私
は
将
来
必
ず
朝
廷
の
福
に
与
れ

る
と
信
じ
ま
し
た
o

　
ま
た
、
乾
隆
五
十
七
年
（
＊
一
七
九
二
年
）
か
ら
嘉
慶
二
年

（
＊
一
七
九
七
年
）
ま
で
正
陽
門
の
籔
を
五
回
引
い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
吉
で
し
た
（
都
有
好
話
）
。

　
私
は

最
近
、
生
活
が
苦
し
く
、
自
分
の
能
力
と
夢
の
前
兆
と

籔
の

こ
と
ば
を
思
い
出
し
、
き
っ
と
い
い
こ
と
が
あ
る
と
思

い
、
自
ら
の
分
際
を
わ
き
ま
え
ぬ
こ
と
（
不
安
本
分
的
心
）
を

思

い

つ
い
て

し
ま
い
ま
し
た
。
こ
こ
数
年
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
妄

想
し
て
い
た
の
で
す
（
糊
思
齪
想
）
。

　
今
月
十
六
日
、
皇
帝
が
二
十
日
に
入
城
さ
れ
る
と
知
り
、
私

は

考
え
を
固
め
（
定
了
主
意
）
、
か
つ
て
随
従
た
ち
が
み
な
腰

刀
を
侃
び
て
い
る
の
を
見
て
い
ま
し
た
が
、
刀
を
買
う
お
金
も

あ
り
ま
せ
ん
し
、
腰
刀
を
偏
び
て
い
て
は
門
内
に
入
れ
な
い
と

心
配

し
、
小
刀
を
持
っ
て
禁
門
に
入
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ

の

後
、
皇
帝
が
来
ら
れ
た
時
、
小
刀
を
役
人
た
ち
の
そ
ば
で
使
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い
、
腰
刀
を
奪
い
取
っ
て
、
何
人
か
殺
し
て
、
輿
の
前
に
直
進

し
、
皇
帝
を
驚
か
す
と
、
す
べ
て
は
自
分
の
思
う
ま
ま
だ
（
自

然
諸
事
由
我
可
得
好
庭
）
と
思
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
天

網
恢
恢
疎
に

し
て
漏
ら
さ
ず
で
、
即
、
捕
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
O
　
（
9
a
F
軍
機
処
奏
片
」
⑤
）

　

こ
の
最
初
の
段
落
に
見
え
る
「
東
宮
」
と
は
、
皇
太
子
も
し
く

は

そ

の

居
場
所

を
言
う
。
二
段
落
目
の
橋
の
下
か
ら
引
き
上
げ
ら

れ

黄
龍
服
を
着
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
陳
徳
自
身
が
説
明
し
て

い

る
よ
う
に
、
自
分
が
皇
帝
に
祭
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し

て

い

る
。
こ
の
よ
う
な
夢
を
見
て
自
分
が
皇
帝
に
な
る
べ
き
人
物

だ

と
信
じ
込
み
、
籔
で
も
大
吉
が
出
た
の
で
そ
れ
が
実
現
で
き
る

と
思
い
、
こ
こ
数
年
ず
っ
と
そ
れ
を
思
い
続
け
て
き
た
と
い
う
。

こ
の
話
が
本
当
だ
と
す
る
と
陳
徳
は
国
家
転
覆
を
計
画
的
に
企
て

た
確
信
犯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
陳
徳
は
下
層
民
で
は
あ
っ
た
が
紫
禁
城
や
役
人
の
屋
敷
を
見
慣

れ

て

お
り
、
宮
殿
が
現
れ
る
夢
を
見
た
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。

た

だ
、
こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
皇
帝
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
こ

と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
計
画
は
あ
ま
り
に
ず
さ
ん

で
あ
る
。
ま
た
、
最
初
の
夢
か
ら
事
件
ま
で
は
、
六
、
七
年
経
っ

て

い

る
。
こ
の
夢
と
事
件
と
の
関
係
は
、
周
辺
人
物
の
取
り
調
べ

で
も
一
切
出
て
き
て
い
な
い
。
思
慮
深
く
も
な
い
陳
徳
が
秘
密
を

抱
き
そ
れ
を
数
年
に
わ
た
り
隠
し
通
す
こ
と
が
あ
り
え
た
だ
ろ
う

か
o

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
陳
徳
の
居
所
は
捜
査
さ
れ
、
あ
や
し

い

も
の
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
た
（
二
十
日
2
b
）
。

だ

が
、
以
上
の
供
述
の
後
に
は
、
調
査
に
先
立
ち
犯
人
の
身
辺
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

ら
見
つ
か
っ
た
籔
の
年
数
も
確
認
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
籔

が
見
つ
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
て
い

た

の

で
あ
る
。

　
皇
帝

を
襲
っ
た
陳
徳
が
死
刑
に
な
る
の
は
確
実
で
あ
る
。
だ

が
、
陳
徳
は
、
捜
査
す
る
側
が
合
理
的
と
思
え
る
理
由
を
説
明
す

る
ま
で
は
、
拷
問
を
伴
っ
た
取
り
調
べ
か
ら
解
放
さ
れ
な
か
っ

た
。
徹
夜
で
取
り
調
べ
を
受
け
た
陳
徳
は
意
識
も
朦
朧
と
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
取
り
調
べ
る
方
も
、
少
な
い
証
拠
品
か
ら

何

と
か
事
件
に
結
び
付
く
説
明
を
し
よ
う
と
あ
が
い
て
い
た
。

　
上
記
の
夢
の
話

は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
作
り
出
し
た
ス
ト
ー

リ
－
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
、
も
し
こ
の
夢
の
話
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が
本
当
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
陳
徳
は
最
初
か
ら
隠
さ
ず
に
言
っ
た

は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
言
わ
ず
に
拷
問
を
長
引
か
せ
る
理
由
は

考
え
ら
れ
な
い
。

　
陳
徳
の
供
述
に
見
え
る
『
文
昌
書
紗
』
は
、
勧
善
懲
悪
の
書
で

　
　
あ
こ

あ
る
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
該
当
部
分
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

文
昌
君
と
は
学
問
の
神
で
あ
り
、
そ
れ
を
祭
る
文
昌
祠
は
科
挙
を

受
け
る
人
に
崇
拝
さ
れ
た
。
文
昌
君
は
読
書
人
の
運
命
を
司
る
神

　
　
　
　
　
　
　
お
　

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
夢
の
話
は
、
時
代
は
若
干
後
に
な
る
が
、
太
平
天

国
を
興
し
た
洪
秀
全
の
夢
を
想
起
さ
せ
る
。
科
挙
に
失
敗
し
た
洪

秀
全

は
夢
で
神
の
お
告
げ
を
受
け
自
ら
を
神
の
子
と
思
う
よ
う
に

な
る
。
『
勧
世
良
言
』
と
い
う
本
を
見
て
、
そ
の
夢
の
真
意
を
悟

る
と
い
う
の
も
、
陳
徳
の
夢
と
共
通
性
を
持
つ
。

　
以
上
か

ら
し
て
、
陳
徳
の
夢
に
関
す
る
供
述
は
極
め
て
読
書
人

的
な
夢
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
供
述
は
、
陳
徳
と
取
り
調
べ
官
が

共
同
で
作
り
上
げ
た
ス
ト
ー
リ
－
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

と
も
か
く
、
以
上
の
供
述
を
も
っ
て
、
軍
機
処
報
告
で
は
、
陳

徳
を
「
悪
逆
非
道
（
罪
大
悪
極
）
」
な
犯
人
で
あ
る
と
結
論
づ
け
、

も
ろ
も
ろ
の
刑
罰
を
受
け
さ
せ
た
後
、
礫
刑
に
処
す
べ
き
だ
と
結

論
づ
け
た
。

　
同
l
　
l
十
1
1
1
日
の
　
r
軍
機
処
奏
片
」
⑤
に
は
、
そ
の
他
、
僧
額

布
、
孟
啓
基
、
黄
二
、
蒋
興
国
、
魏
明
亮
の
供
述
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。

　

僧
額
布
は
、
「
二
等
侍
衛
、
宗
室
」
と
い
う
肩
書
が
見
え
る

（
1
b
に
陳
徳
の
言
う
「
棚
武
布
」
か
？
）
。
昔
の
陳
徳
（
当
時
は

陳
岳

と
言
っ
た
と
い
う
）
の
主
人
で
あ
る
。
だ
が
、
乾
隆
五
十
二

u
r
　
（
1
七
八
八
）
か
ら
p
a
十
七
年
　
（
1
七
九
二
）
ま
で
彼
の
下
で

働
い
て
い
た
（
雇
給
我
家
服
役
）
が
、
そ
の
間
、
陳
徳
は
一
切
問

題

を
起
こ
し
て
い
な
い
し
、
そ
の
後
、
一
切
会
っ
て
い
な
い
と
言

っ
た
。

　
孟
啓
基

は
、
陳
徳
の
元
の
主
人
の
孟
明
（
四
十
九
歳
）
の
子
で

あ
る
（
十
八
歳
）
。
孟
は
以
下
の
よ
う
に
言
っ
た
。

…
嘉
慶
三
年
（
一
七
九
八
）
、
私
の
父
が
家
に
い
た
時
、
京
銭

十
五
吊
を
担
保
に
こ
の
山
東
人
の
陳
徳
と
妻
の
張
氏
を
我
家
で

働
か
せ
ま
し
た
。
毎
月
の
食
費
と
し
て
一
千
文
を
与
え
ま
し

た
。
陳
徳
は
も
と
も
と
は
お
と
な
し
い
人
で
し
た
。
嘉
慶
六
年

（
1
八

〇
一
）
二
月
に
妻
の
張
氏
が
病
死
し
、
我
家
が
彼
の
代
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わ

り
に
棺
を
買
っ
て
埋
葬
し
て
や
り
ま
し
た
。
去
年
十
二
月
に

彼
の

実
の
姉
の
姜
陳
氏
が
病
死
し
、
彼
は
私
の
母
に
月
給
を
前

借

し
北
京
の
金
一
万
二
千
文
で
棺
を
買
い
ま
し
た
。
今
年
の
正

月
に
な
っ
て
、
陳
徳
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
酒
を
飲
ん
で
妓
院
で
歌

っ

た
り
泣
い
た
り
笑
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
時
常

喝
酒
在
院
歌
唱
芙
笑
）
。
私
の
母
は
彼
が
騒
ぎ
を
起
こ
す
（
闇

事
）
の
を
恐
れ
て
、
二
月
二
十
五
日
に
彼
を
紹
介
し
た
人
（
原

媒
人
）
に
彼
を
引
き
取
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
o
彼
が
借
り
た
金

も
担
保
金
も
要
求
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
…
彼
は
ふ
だ
ん
は
人
と

付
き
合
い
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
出
て
行
っ
て
か
ら
も
我
家

に
来
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を

し
で
か
し
た
の
か
私
は
全
く
存
じ
ま
せ
ん
。
以
上
、
事
実
で

す
。

　

こ
こ
で
は
、
陳
徳
を
め
ぐ
る
金
銭
の
動
き
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
孟
明
は
あ
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
担
保
金
を
渡
す
こ
と
で
陳
徳
を

雇
い
入
れ
た
。
た
だ
、
陳
徳
は
も
と
も
と
お
と
な
し
か
っ
た
が
、

妻
や
姉
が
亡

く
な
っ
た
後
、
酒
を
飲
ん
で
騒
ぐ
よ
う
に
な
り
、
心

配

し
た
母
が
追
い
出
し
た
と
い
う
。
孟
明
家
は
陳
徳
に
葬
儀
費
用

を
出
し
て
や
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
そ
れ
が
回
収
で
き
ず
損
を
し
た

こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。

　
続

い

て
、
大
家
の
黄
五
福
の
弟
の
黄
二
の
供
述
が
あ
る
。

下
、
そ
の
全
文
を
述
べ
る
。

以

　
私
は

黄
五
福
の

弟
で
す
。
私
は
以
前
か
ら
宗
人
府
で
莫
即
格

（
＊
伝
達
係
）
を
し
て
い
ま
す
。
今
月
十
⊥
ハ
日
、
兄
と
の
よ
し

み

（有
我
寄
寄
的
相
好
）
で
陳
徳
が
引
っ
越
し
て
き
ま
し
た
。

毎
晩
、
陳
徳
が
帰
っ
て
き
た
時
に
は
雑
談
を
し
ま
し
た
。
彼
は

い

つ
も
「
運
が
悪
い
。
飯
の
食
い
扶
持
を
探
さ
な
い
と
い
け
な

い

（我
吃

飯
地
方
）
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
「
も
と
も

と
あ
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
（
他
原
是
有
的
）
」
と
な
だ
め
た
（
好

言
勧

解
）
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
死
ぬ
た
め
に
暴
れ
て
や
る

（要
尋
死

闇
事
）
」
と
言
う
の
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

昼
間
も
人
が
訪
ね
て
き
た
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も

し
彼
が
「
死
ぬ
た
め
に
暴
れ
て
や
る
（
要
尋
死
闇
事
）
」
と
言

う
の
を
聞
い
て
い
た
ら
、
私
も
兄
も
ど
う
し
て
彼
を
置
い
て
お

い
て

で

し
ょ
う
か
。
二
十
日
早
朝
に
陳
徳
が
い
つ
禄
児
と
出
て
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行
っ
た
か
、
私
は
知
り
ま
せ
ん
。
食
事
を
終
え
て
か
ら
、
禄
児

が
帰
っ
て
き
て
「
父
が
神
武
門
内
で
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
（
闇

事
）
」
と
言
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
。
ど
う
い
う
つ

も
り
で
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
（
闇
事
）
の
か
全
く
存
じ
ま
せ
ん
。

以
上
、
事
実
で
す
。

　

こ
こ
で
は
、
兄
の
黄
五
福
と
違
い
、
黄
二
は
、
陳
徳
は
あ
ぶ
な

い
人

で
は

な
か
っ
た
し
、
事
件
の
兆
候
が
あ
れ
ば
彼
も
兄
も
陳
徳

を
置
い
て
お
い
た
は
ず
が
な
い
と
言
う
。
こ
の
点
、
兄
の
黄
五
福

が
陳
徳
は

酒

を
飲
ん
で
問
題
を
起
こ
し
て
い
た
と
言
っ
た
（
二
十

一

日
供
述
）
の
と
食
い
違
っ
て
い
る
。
事
実
は
「
藪
の
中
」
だ

が
、
先
の
筆
者
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
黄
五
福
の
話
が
作
り
話
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
（
「
翌
二
十
一
日
の
取
り
調
べ
ー
陳
徳
の
傷
害

未
遂
事
件
（
？
）
の
発
覚
」
）
。
内
容
以
前
に
日
に
ち
が
合
わ
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
陳
徳
と
黄
五
福
の
最
初
の
供
述
で
は
、
陳
徳
は
十
五
日
に
黄
五

福

に
引
っ
越
し
の
相
談
に
行
っ
て
十
六
日
に
引
っ
越
し
て
い
る

（
2
a
「
軍
機
処
奏
片
」
①
、
3
a
「
黄
五
福
供
詞
」
①
）
。
そ
し

て
、
王
四
に
よ
れ
ば
、
陳
徳
は
十
六
日
に
王
四
の
家
を
訪
ね
て
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ザ

た
（
8
b
「
王
四
供
詞
」
）
。
こ
の
1
1
1
つ
の
証
言
は
矛
盾
を
生
じ
な

い
0
　
1
方
、
そ
の
後
の
黄
五
福
が
前
言
を
翻
し
「
十
四
日
に
来

た
」
と
言
う
（
8
b
「
黄
五
福
供
詞
」
②
）
の
は
そ
れ
と
は
合
わ

な
い
。
た
だ
、
二
十
四
日
に
ま
と
め
ら
れ
た
1
6
a
「
保
寧
等
奏

摺
」
①
で
は
、
十
日
に
相
談
し
十
五
日
に
引
っ
越
し
た
と
な
っ
て

い

る
。
ま
た
、
こ
の
日
の
供
述
の
末
尾
に
見
え
る
蒋
興
国
（
三
十

111lj
　
・
大
工
）
と
魏
明
亮
（
三
十
七
歳
・
左
官
）
（
と
も
に
王
四

の

家
の
間
借
り
人
）
の
供
述
で
は
、
陳
徳
が
王
四
の
家
に
来
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ぬ
　

は

十
五

日
と
十
八
日
と
な
り
、
王
四
が
言
っ
た
日
よ
り
も
一
日
前

倒
し
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
王
五
福
が

二

回
目
の
供
述
で
「
陳
徳
が
引
っ
越
し
て
き
た
十
四
日
に
飲
み
屋

で
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
」
と
言
っ
た
こ
と
を
事
実
と
す
る
た
め
に
日

に
ち
の
前
倒
し
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
。

　
以
上

を
見
る
と
、
陳
徳
の
周
辺
の
人
物
が
隈
な
く
調
べ
ら
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
陳
徳
が
粗
暴
な
人
間
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は

見
解
が
分
か
れ
て

い

る
が
、
事
件
の
動
機
に
つ
い
て
全
く

知
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
全
員
が
一
致
し
て
い
た
。
結
局
、
事
件

の

い

き
さ
つ
に
つ
い
て
は
全
く
情
報
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
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る
。二

十
四

日
－
事
件
の
総
括
・
死
刑
執
行

　
以
上
の
捜
査
報
告
を
受
け
、
皇
帝
は
「
さ
ら
に
九
卿
科
道
を
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
お
ロ

員
し
て
取
り
調
べ
せ
よ
」
と
命
じ
た
。

　

こ
の
上
諭
を
受
け
、
二
十
四
日
に
は
、
九
卿
科
道
以
外
に
逮
捕

に
功
績
が
あ
っ
た
綿
恩
・
拉
旺
多
爾
済
ら
を
加
え
て
陳
徳
に
さ
ら

に
厳
し
い
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
（
1
3
a
閏
二
月
二
十
四
日
「
軍

機
処
奏
片
」
⑥
）
o
記
録
に
は
、
「
掌
晴
（
＊
ビ
ン
タ
）
二
十
、
板

責

（
＊
棒
で
打
つ
こ
と
）
三
十
、
刑
爽
（
＊
棍
棒
で
足
を
挟
む

刑
）
」
の
拷
問
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
。
だ
が
、
陳
徳
の
供
述
は

昨

日
と
同
じ
だ
っ
た
。
さ
ら
に
尋
問
し
た
が
、
共
謀
者
も
指
図
し

た
者
も
な
い
と
言
い
張
っ
た
（
堅
供
実
無
同
謀
主
使
之
人
）
。
そ

し
て
、
こ
れ
が
最
後
の
取
り
調
べ
と
な
っ
た
。

　

こ
の
日
、
皇
帝
か
ら
事
件
を
総
括
す
る
上
諭
が
下
さ
れ
る
（
1
3

a
「
嘉
慶
八
年
閏
二
月
二
十
四
日
上
諭
」
④
）
。
こ
の
上
諭
で
は
、

陳
徳

に
つ
い
て
総
括
さ
れ
、
そ
の
後
、
臣
下
に
対
す
る
賞
罰
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
嘉
慶
帝
が
事
件
発
生
を
ど
の
よ
う
に

知
っ
た
か
で
あ
る
。

…
当
時
、
朕
は
輿
に
乗
り
す
で
に
宮
門
に
入
っ
て
お
り
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
乙

姿

は
見
な
か
っ
た
。
宙
官
を
遣
わ
せ
て
御
前
大
臣
に
尋
ね
て
初

め

て

犯
人

が
捕
ま
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
（
彼
時
、
朕
乗
橋
已
入

宮
門
、
實
未
見
其
面
貌
。
差
内
監
詞
問
御
前
大
臣
、
方
知
其
兇

桿
拒
捕
情
状
）
。

続
い
て
、
取
り
調
べ
の
結
果
と
そ
れ
に
対
す
る
皇
帝
の
見
解
が
述

べ
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
軍
機
大
臣
に
刑
部
と
い
っ
し
ょ
に
厳
密
に
尋
問
さ

せ

た
が
、
そ
の
日
供
述
し
た
状
況
は
常
軌
を
逸
し
て
い
た
（
出

乎
情
理
之
外
）
。
翌
日
、
さ
ら
に
満
漢
大
学
士
、
六
部
尚
書
を

派
遣

し
た
が
、
供
述
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
、
さ
ら
に
九
卿

科
道

を
加
え
て
尋
問
し
た
が
や
は
り
供
述
は
変
わ
ら
な
か
っ

た
。　

諸

臣
は
、
こ
の
逆
賊
を
見
て
義
憤
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き

ず
、
指
図
し
た
者
が
誰
か
、
共
謀
者
が
誰
か
、
徒
党
が
存
在
す
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る
か
を
追
究
し
よ
う
と
し
、
繰
り
返
し
追
及
し
、
心
を
尽
く
し

て

尋
問
し
た
。
こ
れ
は
、
君
主
と
国
家
の
た
め
に
真
心
か
ら
行

っ

た
こ
と
で
あ
り
、
無
理
に
罪
に
陥
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
o

　
だ

が
、
朕
が
天
下
の
君
主
と
し
て
真
心
で
下
々
を
治
め
、
毫

も
猜
疑
が
な
い
（
毫
無
猜
忌
）
こ
と
は
衆
目
の
知
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
八
年
、
仁
政
が
民
に
及
ん
で
い
な
い
か
も
し
れ
な

い

が
、
妄
り
に
人
を
殺
し
た
り
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
し
て
い
な
い
の
に
ど
う
し
て
怨
み
を
受
け
る
こ
と
が
あ
ろ

う
か
。
王
朝
の
民
は
み
な
朕
の
家
族
（
兄
弟
子
姪
至
親
骨
肉
）

で

あ
り
、
朕
は
ど
う
し
て
凶
悪
犯
で
あ
っ
て
も
罪
に
服
さ
せ
る

（板
祉
）
の
は
忍
び
な
く
思
う
。
ま
し
て
、
無
事
の
人
（
無
疑

忌
之
人
）
な
ら
な
お
さ
ら
だ
。

　
総

じ
て
言
え
ば
、
天
下
に
は
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
る
。
警
え

て

三
口
え
ば
、
狂
犬
が
人
を
咬
む
の
に
指
図
す
る
者
は
い
な
い

し
、
悪
鳥
が
母
を
食
ら
う
の
に
共
謀
者
は
い
な
い
。
も
し
ひ
た

す
ら
追
及
し
て
い
v
と
逆
に
暴
れ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
言
っ

た

人

も
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
。
も
し
追
及
し
な
か
っ
た
ら
、
謎

が
残
る
こ
と
に
な
り
損
失
が
大
き
い
。
朕
が
漸
塊
に
堪
え
な
い

の

は
、
教
化
が
不
十
分
で
不
徳
だ
っ
た
た
め
に
こ
の
よ
う
に
自

分

を
脅
か
す
事
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
だ
。
身
を
慎
み
、
徳
を

修

め
、
政
治
に
勤
め
、
民
を
愛
し
、
自
分
の
罪
を
反
省
す
る
の

み
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
の
凶
悪
犯
陳
徳
と
二
人
の
息
子
は
と
も
に
律
に
照

ら
し
て
処
分
を
決
め
上
奏
し
、
仰
せ
を
待
っ
て
施
行
せ
よ
。
そ

の

他

は
、
す
べ
て
釈
放
し
、
無
事
の
者
を
連
座
さ
せ
な
い
よ
う

に

せ
よ
。

　

こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
陳
徳
は
狂
犬
や
悪
鳥
（
母
を
食
べ
る

と
さ
れ
た
臭
）
の
よ
う
な
人
物
だ
と
断
定
さ
れ
追
及
が
終
了
さ
れ

た
o
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
男
が
出
て
き
た
の
は
皇
帝
の
感
化
が

不

十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
型
に
は
ま
っ
た
反
省
の
弁
が
述
べ
ら
れ

て

いる
．
）

　

そ
の
後
、
陳
徳
生
け
捕
り
に
功
績
の
あ
っ
た
定
親
王
・
綿
恩
、

固
倫
額
鮒
親
王
・
拉
旺
多
爾
済
、
御
前
侍
衛
・
丹
巴
多
爾
済
、
珠

爾
杭
阿
、
孔
克
塔
爾
、
桑
吉
斯
塔
爾
（
乾
清
門
侍
衛
）
六
人
へ
の

行
賞
お
よ
び
百
人
に
も
及
ぶ
御
前
侍
衛
お
よ
び
そ
の
他
関
係
者
へ

の
処
罰
が
宣
告
さ
れ
て
い
る
。
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皇
帝
の
上
諭
（
「
嘉
慶
八
年
閏
二
月
二
十
四
日
上
諭
」
④
）
を

受

け
、
同
日
上
奏
さ
れ
た
「
軍
機
処
奏
片
」
⑦
（
1
4
a
b
）
に
は

皇

帝
へ
の
感
謝
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
見
え
る
「
保

　め
　

寧
等
奏
摺
」
①
（
1
5
a
～
1
9
a
）
は
五
葉
に
渡
る
長
文
で
、
事

件
の
経
緯
と
陳
徳
の
処
罰
に
つ
い
て
総
括
さ
れ
て
い
る
。
注
目
す

べ
き
は
、
こ
れ
ま
で
の
供
述
と
若
干
齪
鯖
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
奏
摺
に
よ
れ
ば
、
事
件
当
日
、
皇
帝
が
円
明
園
か
ら
戻

り
、
紫
禁
城
の
神
武
門
を
経
て
順
貞
門
に
入
ろ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、
陳
徳
は
神
武
門
の
西
廟
房
の
南
山
培
の
後
ろ
か
ら
突
然
出
て

き
た
。

　
捕

ら
え
ら
れ
て
か
ら
、
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
が
、
最
初
は
は

っ

き
り
と
答
え
な
か
っ
た
（
該
犯
始
則
言
語
支
吾
）
。
奏
摺
は
陳

徳
が
謀
反
を
企
て
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
当
の
こ
と
を
白
状

し
な
か
っ
た
と
決
め
つ
け
て
い
る
（
其
實
在
逆
謀
、
實
情
一
字
不

肯
供
吐
）
。
特
に
、
「
死
ぬ
た
め
に
や
っ
た
」
と
い
う
の
は
ど
う
見

て

も
お
か
し
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
該
犯
所
供
「
自
尋
死

路
」
一
節
、
週
出
情
理
之
外
、
断
非
實
情
）
。
だ
が
、
陳
徳
は
翌

日
も
う
そ
を
言
い
続
け
た
（
狡
飾
如
前
）
。

　

こ
の
奏
摺
で
、
陳
徳
の
最
初
の
供
述
（
1
a
～
F
軍
機
処
奏

片
」
①
）
と
違
う
の
は
以
下
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
祖
父
母
が
早
く
に
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
追
加
さ
れ
て
い

る
。　

次
に
、
母
親
は
晃
氏
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
最
初
の
供
述

で
は

曹
氏
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
発
音
に
よ
る
漢
字
表
記
の

ぶ
れ

で
、
野
史
に
お
い
て
陳
徳
が
成
得
と
書
か
れ
る
こ
と
と
同
様

で

あ
る
。
陳
徳
ら
が
文
盲
で
取
り
調
べ
官
が
自
ら
の
判
断
で
漢
字

表
記
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
次

に
、
三
十
九
歳
（
乾
隆
六
十
年
（
一
七
九
五
）
）
か
ら
三
年
、

内
務
府
包
衣
達
常
索
に
仕
え
た
と
い
う
情
報
が
加
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
二
十
三
日
の
「
軍
機
処
奏
片
」
⑤

（
1
b
の
新
情
報
か
ら
の
追
加
で
あ
る
。
最
初
の
供
述
（
1
b
）

で

は
、
三
十
九
歳
か
ら
は
広
東
に
行
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
知
り
合
い
に
迷
惑
が
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
言
わ
な
か
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。

　
次

に
、
二
月
二
十
五
日
、
孟
の
家
を
出
さ
れ
た
の
は
「
酒
を
飲

ん

で
騒
ぐ
た
め
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
十
三

日
の
「
孟
啓
基
供
詞
」
（
1
1
a
）
で
「
母
が
陳
徳
が
事
を
起
こ
す

の

を
恐
れ
て
」
追
い
出
し
た
と
言
う
の
を
受
け
て
い
る
。
そ
し
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て
、
お
金
を
工
面
し
て
や
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
最
初

の
供
述
で

「
家
族
が
多
い
の
で
（
雇
い
主
に
経
済
的
負
担
が
大
き

い
の

で
）
」
　
（
2
a
）
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
陳
徳
の
引
っ
越
し
に
つ
い
て
は
、
十
日
に
黄
五
福
に

相
談
し
て
十
五
日
に
引
っ
越
し
た
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
最

初
の
供
述
の
十
五
日
に
相
談
し
て
十
六
日
に
引
っ
越
し
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

方
が
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
た
。

　

そ
の
他
、
犯
行
に
及
ぶ
ま
で
の
理
由
と
し
て
、
陳
徳
は
絶
望
的

な
中
（
1
6
a
F
因
想
起
」
）
以
前
見
た
夢
を
思
い
出
し
た
と
な
っ

て

い

る
。
だ
が
、
絶
望
し
た
結
果
、
皇
帝
に
な
る
幻
想
を
抱
く
と

い

う
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
陳
徳
が
最
初
に
言
っ
た
よ
う

に
、
絶
望
し
て
自
暴
自
棄
に
な
り
、
痛
快
に
死
ぬ
た
め
に
皇
帝
を

襲
う
こ
と
を
考
え
た
と
い
う
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
o

　

ま
た
、
皇
帝
が
来
る
の
を
知
っ
た
日
は
十
六
日
と
な
っ
て
い
る

　
　
　
　
　
ザ

（
1
6
－
Q
）
。
　
1
方
、
陳
徳
の
も
と
も
と
の
供
述
で
は
、
犯
行
当
日
の

二
十

日
と
な
っ
て
い
た
（
2
a
）
。
7
a
の
二
十
一
日
r
軍
機
処

奏

片
」
③
で
も
道
に
敷
物
が
敷
い
て
あ
る
の
を
見
て
皇
帝
が
入
城

さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
さ
ら
に
人
に
聞
い
て
神
武
門
か
ら
入
る
こ

と
を
知
っ
た
と
あ
る
。
最
初
の
供
述
に
よ
れ
ば
、
紫
禁
城
近
く
に

住
み
、
そ
の
様
子
に
通
じ
て
い
た
陳
徳
は
直
前
に
皇
帝
の
入
場
を

知
り
、
突
発
的
に
犯
行
に
及
ん
で
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
最
終
報

告
で

は
、
引
っ
越
し
て
来
て
か
ら
す
ぐ
に
知
り
（
だ
が
い
か
に
し

て

知
っ
た
と
言
う
の
か
？
）
、
数
日
で
は
あ
る
が
犯
行
の
計
画
を

練
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の

よ
う
に
、
事
件
の
最
終
報
告
で
あ
る
「
保
寧
等
奏
摺
」

①
で
は
、
最
初
の
陳
徳
の
供
述
（
「
軍
機
処
奏
片
」
①
）
と
若
干

の
齪
齪

を
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
時
や
因
果
関
係
を
見
る
限

り
、
陳
徳
の
最
初
の
供
述
の
方
が
事
実
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

思
う
に
、
こ
の
取
り
調
べ
に
お
い
て
は
、
陳
徳
個
人
に
つ
い
て
そ

の

行
動

日
時
の
整
合
性
を
求
め
る
こ
と
よ
り
も
、
「
極
悪
人
」
陳

徳
が
犯
行
に
至
っ
た
理
由
を
捜
査
す
る
側
の
納
得
で
き
る
よ
う
に

説
明
す
る
こ
と
の
方
が
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
最
終
報
告
の
後
、
陳
徳
に
宣
告
さ
れ
た

刑
は
当
然
死
刑
で
あ
っ
た
。
そ
の
死
刑
の
方
法
は
、
体
の
一
部
を

順
番
に

切
り
取
っ
て
い
く
凌
遅
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
謀
叛
や
大

逆
罪

を
犯
し
た
犯
人
が
受
け
る
刑
で
、
死
刑
で
も
も
っ
と
も
苛
酷

な
も
の
で
あ
っ
た
。
刑
場
は
、
北
京
市
内
の
菜
市
口
で
、
文
字
通
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り
市
場
の
入
口
で
あ
っ
た
。
見
せ
し
め
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
場

所
で
公
開
死
刑
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
判
決
は
、
当
時
の
基
準
に
照
ら
し
て
特
に

残
酷

な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
判
決
文
（
1
8
a
）
に
あ
る
よ
う

に
、
「
律
令
に
照
ら
し
て
（
按
照
律
令
）
」
規
定
通
り
の
刑
が
執
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

　
た

だ
、
律
令
通
り
行
わ
れ
な
か
っ
た
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
陳

徳
の

子
、
禄
児
と
対
児
に
対
す
る
処
置
で
あ
る
。
当
時
、
犯
人
の

家
族
も
連
帯
責
任
を
負
わ
さ
れ
刑
を
受
け
る
の
は
普
通
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
陳
徳
の
子
の
禄
児
は
十
五
歳
、
対
児
は
十
三
歳

で
あ
り
、
と
も
に
十
⊥
ハ
歳
未
満
な
の
で
、
前
例
に
よ
れ
ば
、
牢
固

　
　
　
　
　
　
　
む
　

監
禁
の

上
、
成
人
に
達
し
て
か
ら
イ
リ
な
ど
に
送
っ
て
住
ま
わ
せ

る
（
「
安
挿
」
）
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
判
決
で
は
以
下
の
よ
う
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
陳
徳
の
罪

は
許
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
（
惇
逆
情
形
實

属
覆
載
所
不
容
）
、
全
国
民
の
怒
り
は
収
ま
ら
ず
（
為
臣
民
所

共
憤
）
、
も
し
礫
に
し
て
八
つ
裂
き
に
し
て
も
（
以
寸
礫
極
刑
）

な
お
罪
が
軽
い
。
彼
の
子
は
悪
逆
非
道
の
子
（
臭
獲
逆
種
）
で

あ
り
、
ど
う
し
て
生
か
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
…
と

も
に
斬
首
と
し
、
衆
人
の
恨
み
を
晴
ら
す
（
快
人
心
而
伸
衆

念
）
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、
家
主
で
あ
る
黄
五
福
も
、

理
由
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

陳
徳

に
連
座
さ
せ
ら
れ
た
。

　
黄

は
、
陳
徳
の
企
み
に
忠
告
し
て
お
り
（
於
逞
兇
謀
逆
一
事

嚴
話
）
、
ま
た
事
情
を
知
り
な
が
ら
隠
匿
し
た
わ
け
で
は
な
い

（非
知
情
隠
匿
）
。
た
だ
、
黄
五
福
は
街
の
見
張
り
の
兵
で
あ

り
、
本
来
、
犯
罪
者
を
取
り
締
ま
る
責
務
が
あ
る
（
本
有
査
撃

匪
徒
之
責
）
の
に
、
陳
徳
が
先
に
飲
み
屋
で
刀
で
凶
行
に
及
ぼ

う
と
し
た
際
、
そ
の
刀
を
奪
っ
て
止
め
た
だ
け
で
官
吏
に
訴
え

て

追

及
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
彼
を
放
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

黄
五
福
は
「
反
逆
事
件
に
お
い
て
事
情
を
知
り
な
が
ら
訴
え
な

か

っ

た

者

は
三
千
里
流
す
」
と
い
う
法
律
に
よ
り
、
一
等
を
減

じ
て
百
回
鞭
打
ち
、
三
年
の
刑
に
処
す
べ
き
で
あ
る
。

黄
は
こ
こ
で
陳
徳
の
皇
帝
暗
殺
計
画
を
知
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
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い

る
。
黄
は
陳
徳
が
酒
に
酔
っ
て
暴
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
証
言

し
た
た
め
に
、
そ
の
凶
暴
性
を
知
り
な
が
ら
放
置
し
た
と
し
て
罪

に
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
「
反
逆
事
件
を
知
り
な
が
ら
」

と
い
う
の
は
完
全
に
濡
れ
絹
で
あ
ろ
う
。
黄
は
陳
徳
の
「
悪
逆

性
」
を
求
め
る
取
り
調
べ
官
の
求
め
に
応
じ
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ

を
「
創
作
」
し
た
。
だ
が
そ
の
た
め
に
自
ら
と
ば
っ
ち
り
を
食
ら

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
黄
五
福
以
外
に
連
座
さ
せ
ら
れ
る
者
は
い
な
か
っ
た
。

陳
徳
の
義
母
の
張
宋
氏
は
同
居
し
て
い
る
と
は
い
え
、
法
律
に
は

告r三　
　　　　図7　凌遅刑の様子
（東京大学東洋文化研究所蔵『金山県保甲章程

附勧戒條款　罪名図説』）

＊仁井田陞『中国法制史』（岩波全書、
　1963年）口絵にも見える。
＊この図は画の一部。この図の左には切
　り取られた手脚、左上部には堂の前に
　座り監視する大官が描かれている。

連
座
の
規
定
も
な
く
、
八
十
を
越
え
て
半
身
不
随
で
も
あ
る
の
で

放
免

と
す
る
（
雁
無
庸
議
）
と
し
て
一
定
の
恩
情
が
施
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
陳
徳
が
凶
行
に
用
い
た
刀
を
は
じ
め
、
関
係
す
る

と
さ
れ
た
書
冊
、
札
、
神
籔
な
ど
も
す
べ
て
焼
却
処
分
と
な
っ

た
。　

そ

の
後
、
役
人
の
賞
罰
に
つ
い
て
長
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

役
人

た
ち
に
と
っ
て
は
、
陳
徳
自
身
の
こ
と
よ
り
も
そ
の
こ
と
の

方
が
重
要
で
関
心
事
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
本
稿
で
は

主

題
で
は

な
い
の
で
省
略
す
る
。

　　　　図8　絞殺刑の様子
（東京大学東洋文化研究所蔵『金山県保甲章程

附勧戒條款　罪名図説』）

＊仁井田陞『中国法制史』（岩波全書、
1963年）口絵にも見える。

＊この図も画の一部。右上に伸びる通路
の先には堂の前に座り監視する大官が描
かれている。
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な
お
、
刑
の
執
行
の
際
に
は
、
陳
徳
は
凌
遅
刑
に
処
さ
れ
た

（
図
7
参
照
）
が
、
子
の
禄
児
、
対
児
は
ま
だ
幼
い
と
い
う
理
由

で
、
斬
首
で
は
な
く
絞
殺
さ
れ
た
（
1
9
a
r
嘉
慶
八
年
閏
二
月
廿

四

日
上
諭
」
⑤
）
（
図
8
参
照
）
。
こ
れ
は
減
刑
で
あ
り
、
皇
帝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

施
恩
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
M
l
月
l
1
十
四
日
F
軍
機
処
奏
片
」
⑧
に
は
、
処
刑
に
つ
い
て

の

報
告
が
見
え
る
。
御
前
侍
衛
、
刑
部
侍
郎
、
右
翼
総
兵
な
ど
を

派
遣

し
、
陳
徳
を
市
内
（
菜
市
口
）
で
処
刑
す
る
の
を
監
督
さ
せ

た
。
兵
部
尚
書
の
長
麟
・
向
臣
ら
も
加
わ
ら
せ
て
ほ
し
い
と
嘆
願

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

し
た
こ
と
が
見
え
る
。

お

わ
り
に

　
武
術
の

心
得
も
な
い
中
年
の
下
層
民
が
突
発
的
に
た
だ
死
に
た

い

と
い
う
理
由
で
皇
帝
を
襲
っ
た
。
護
衛
の
者
に
即
座
に
命
を
奪

わ
れ
る
か
と
思
い
き
や
、
数
多
い
る
護
衛
た
ち
は
慌
て
ふ
た
め

き
、
二
名
の
者
が
男
の
短
刀
に
傷
つ
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
理

由
で
皇
帝
を
襲
う
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
男
に
皇
帝
の
警
護
が
混

乱
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
捜
査
す
る
方
は
、
陳
徳
の
言
う
理
由
は
全
く
理
解
で
き
な
い
こ

と
で
、
合
理
的
理
由
を
追
及
し
た
。
そ
の
結
果
が
、
陳
徳
は
元
来

粗
暴

な
男
で
、
ま
た
出
世
し
た
夢
を
見
て
自
分
を
勘
違
い
し
て
犯

行

に
及
ん
だ
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー

自
体
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
。
だ
が
、
朝
廷
と
し
て
は
こ
の
よ
う

な
ス
ト
ー
リ
ー
で
も
な
い
と
取
り
調
べ
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
実
態
は
、
陳
徳
は
多
く
の
役
人
に
仕
え
、
紫
禁
城
で
も
働
い
た

こ
と
の
あ
る
最
下
層
の
雑
役
で
あ
っ
た
。
生
活
に
困
り
、
自
暴
自

棄
に
な
る
中
で
、
華
々
し
く
ま
た
即
座
に
死
ね
る
場
と
し
て
、
皇

帝
の
警
護
へ
の
突
撃
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
紫
禁
城
の
状
況
を
理

解

し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
い
と
も
簡
単
に
そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
。

そ
の
よ
う
な
人
間
は
、
朝
廷
側
か
ら
す
る
と
理
解
不
能
な
人
間
だ

っ

た
の
で
あ
る
。

　
陳

徳
は
、
歴
史
に
名
を
残
し
た
の
で
「
華
々
し
く
」
死
ぬ
目
的

は
達
成
し
た
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
「
即
座
に
」
死
ぬ
目
的
は
達

成

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
四
日
間
拷
問
を
受
け
た
末
に
凌
遅
刑
で

切
り
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ

の

後
、
陳
徳
の
イ
メ
－
ジ
は
、
時
に
は
比
類
な
き
武
術
の
達
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人

と
し
て
、
時
に
は
悪
逆
非
道
な
ダ
ー
ク
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
、
民

衆
の

中
で
増
殖
し
て
い
v
こ
と
に
な
る
。

　
朝
廷
側
の
粗
暴
で
悪
逆
非
道
な
陳
徳
像
も
、
民
間
の
ヒ
ー
ロ
ー

と
し
て
の
陳
徳
像
も
、
と
も
に
陳
徳
の
実
像
を
表
す
も
の
で
は
な

い
。
本
稿
で
は
、
陳
徳
個
人
の
実
像
を
探
る
よ
う
試
み
た
つ
も
り

で
あ
る
。

注（
1
）
粛
一
山
『
清
代
通
史
』
巻
中
（
台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
六
二
年
）

　
第
六
章
四
十
（
四
）
1
1
1
p
a
O
頁
。
中
央
電
視
台
「
百
家
講
壇
こ
の
喩
大

　
華

『嘉
慶
王
朝
』
「
神
武
門
遇
刺
」
（
二
〇
一
0
年
）
で
も
、
清
朝
の
衰

　
退

と
官
僚
の
腐
敗
を
反
映
し
た
必
然
的
な
事
件
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け

　
る
。

（
2
）
こ
の
取
り
調
べ
記
録
は
す
で
に
多
く
の
論
考
で
紹
介
さ
れ
て
い
る

　
が
’
陳
徳
及
び
関
係
者
の
供
述
内
容
を
深
く
吟
味
考
察
し
た
も
の
は
な

　
い
。

〔事
実
の

み
を
記
録
す
る
論
文
〕

　
劉
燕

「
嘉
慶
皇
帝
神
武
門
遇
刺
案
」
（
『
北
京
棺
案
』
二
〇
〇
六
年
第
七

　
期
）

　
李
文
君
「
嘉
慶
八
年
皇
帝
遇
刺
案
（
上
）
・
（
中
）
」
（
『
紫
禁
城
』
1
1
0

　

o
九
年
第
一
期
・
第
二
期
）

　
橘
玄
雅
「
離
奇
的
陳
徳
案
」
（
『
紫
禁
城
』
1
1
0
一
四
年
第
八
期
）

〔天
理
教
と
関
係
が
な
い
と
す
る
論
文
〕

　
張
書
才

「
陳
徳
行
刺
嘉
慶
考
」
（
『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
一
九
八
1
年
第

　
一
期
）
＊
「
圧
迫
さ
れ
る
下
層
民
に
よ
る
最
初
の
勇
敢
な
個
人
的
反
抗
」

　
だ
と
言
う
。

　
李
国
栄
「
陳
徳
刺
嘉
慶
」
（
『
紫
禁
城
』
二
〇
〇
八
年
第
八
期
）

〔犯
行
理
由
は
謎
だ
と
す
る
文
章
〕

　
播
洪
鋼

「嘉
慶
皇
帝
遇
刺
案
」
（
『
紫
禁
城
』
二
〇
〇
九
年
第
一
期
）

　
作
者
未
詳

「
嘉
慶
皇
帝
遇
刺
之
謎
」
（
『
民
間
伝
奇
故
事
』
（
A
巻
）
二

　
O
l
八
年
第
一
1
l
f
f
）

〔愚
人

の
犯
行
だ

と
す
る
文
章
〕

　
刀
爾
登
「
愚
昧
也
是
力
量
」
（
『
雑
文
選
刊
』
（
下
旬
版
）
二
〇
〇
九
年

第
九
期
）

　
追
憶
「
清
朝
嘉
慶
帝
連
遭
摘
笑
刺
殺
」
（
『
文
苑
』
（
経
典
選
読
）
二
〇

　
一
二
年
第
］
二
期
）

（
3
）
以
上
、
李
岳
瑞
お
よ
び
『
春
泳
室
野
乗
』
に
つ
い
て
は
、
『
民
国
筆

記
小
説

大
観
』
の
「
導
言
」
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
李
岳
瑞
に
つ
い

　
て
は
、
朱
汝
珍
『
詞
林
輯
略
』
巻
九
（
明
文
書
局
〈
清
代
伝
記
叢
刊

　
学
林
類
1
8
＞
、
一
九
八
五
年
）
、
湯
志
鉤
編
『
戊
戌
政
変
人
物
伝
稿
』
巻

九

（
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
）
に
記
述
が
あ
る
（
周
駿
富
編
『
清
代
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伝
記
叢
刊
索
引
』
（
1
1
）
　
（
明
文
書
局
、
一
九
八
⊥
ハ
年
）
を
参
照
）
。

（
4
）
原
文
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
、
『
民
国
筆
記
小
説
大

　
観
』
第
一
輯
一
（
山
西
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
お
よ
び
『
近
代

　
中
国
史
料
叢
刊
』
第
六
輯
六
〇
（
文
海
出
版
社
、
一
九
六
七
年
）
を
参

　
考
に
し
た
。

　
　

成
得
者
、
内
務
府
厨
役
也
。
仁
宗
駕
幸
圓
明
園
、
成
得
突
起
行
刺
、

　
　
立
被
檎
。
上
命
諸
王
大
臣
六
部
九
卿
會
訊
之
、
獣
無
一
言
。
但
云
、

　
　
「
事
若
成
、
則
公
等
所
坐
之
庭
、
即
我
坐
庭
而
已
。
」
上
寛
仁
、
不
欲

　
　
窮
詰
興
大
獄
、
遂
命
並
其
二
子
詠
之
。
得
之
庭
決
也
、
已
至
市
曹
縛

　
　
諸
椿
、
乃
牽
其
南
子
至
、
一
年
十
六
、
一
十
四
’
貌
皆
詔
秀
、
蓋
尚

　
　
在
塾
中
讃
書
也
。
至
則
促
令
向
得
叩
首
詑
、
先
就
刑
。
得
瞑
目
不
視
、

　
　
已
乃
割
得
耳
鼻
及
乳
、
從
左
腎
魚
鱗
砕
割
。
次
及
右
辟
目
、
以
至
胸
背
。

　
　
初
尚
見
血
、
纏
則
血
蓋
、
祇
黄
水
而
巳
。
割
上
賠
竣
、
忽
言
日
、

　
　
r
快
些
。
」
監
刑
者
一
人
謂
之
日
、
「
上
有
旨
、
令
爾
多
受
些
罪
。
」
遂

　
　
瞑
目
不
復
言
。
チ
6
6
不
知
何
人
所
使
也
。
檎
憂
勘
一
得
者
爲
御
前
侍
衛

　
　
某
額
鮒
。
額
鮒
勇
力
爲
侍
衛
中
第
一
人
、
尚
不
如
得
。
嘗
與
得
較
藝
、

　
　
以
長
二
尺
許
木
椿
十
鹸
枚
、
排
列
爲
一
行
、
植
其
半
於
地
、
堅
築
之
、

　
　
椿
相
去
各
半
尺
許
。
額
鮒
與
得
各
臥
干
地
、
以
骸
横
掃
之
、
椿
雁
駿

　
　
而
出
。
得
一
畢
骸
、
能
掃
去
十
二
椿
、
額
鮒
不
過
七
椿
而
已
。
是
日

　
　
不
知
何
以
不
敵
、
遂
被
檎
。
蓋
天
威
所
臨
、
早
已
擁
其
醜
也
。

　
　
〔
校
勘
〕
○
檎
　
近
代
中
国
史
料
叢
刊
本
（
関
中
叢
書
本
）
は
「
禽
」

　
　
に
作
る
。

（
5
）
小
横
香
室
主
人
編
『
清
朝
野
史
大
観
』
巻
一
「
清
宮
遺
聞
」
（
上
海

　
書
店
、
一
九
八
1
年
．
中
華
書
局
］
九
三
六
年
版
の
影
印
、
初
版
は
一

九
l
五
年
）
に
「
仁
宗
之
遇
刺
」
が
あ
る
。
『
春
泳
室
野
乗
』
を
よ
り

　
わ
か
り
や
す
く
し
た
よ
う
だ
が
、
特
筆
す
べ
き
は
、
林
清
の
変
（
天
理

　
教
の
乱
）
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
『
春
泳
室
野
乗
』
で

　
も
、
「
成
得
大
逆
案
」
の
直
後
の
「
林
清
逆
案
異
聞
」
で
は
、
林
清
が

　
実
は
成
得
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
る
）
。

　
　
陸
保
塔
編
『
満
清
稗
史
』
内
『
暗
殺
史
』
（
新
中
国
図
書
局
、
一
九

　

＝
二
年
）
で
も
、
林
清
の
一
味
で
あ
る
と
し
て
天
理
教
と
結
び
付
け
ら

　
れ
て
い
る
。

　
　
晩
清
遺
老
の
徐
珂
編
『
清
稗
類
紗
』
（
商
務
印
書
館
、
I
九
I
七
年
）

　
第
六
冊
「
技
勇
類
」
中
の
「
七
額
鮒
両
手
抱
成
徳
」
で
は
よ
り
脚
色
が

　
進
ん

で

い

る
。
ま
ず
、
皇
帝
が
円
明
園
に
出
か
け
た
時
に
な
っ
て
い
る
。

　
陳
徳

も
侍
衛
に
な
っ
て
お
り
、
矢
を
放
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
侍

　
衛

の
一
人
が
身
を
挺
し
て
皇
帝
を
守
り
亡
く
な
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
、

　
こ
の
時
、
陳
徳
を
捕
ま
え
た
七
額
鮒
は
次
の
話
（
「
七
額
鮒
檎
熊
」
）
で

　
も
力
持
ち
で
熊
を
撃
退
し
た
と
あ
る
。

　
　
な
お
、
陳
徳
と
天
理
教
と
の
関
係
は
、
早
く
に
は
、
『
清
史
稿
』
巻

　
三
四
o
（
列
伝
一
二
七
）
「
王
木
川
伝
」
、
昭
樋
『
繍
亭
雑
録
』
巻
四
「
王

　
文
端
」
に
言
及
が
あ
る
。
陳
徳
と
同
時
代
の
功
臣
・
王
木
川
は
、
陳
徳
の

　
背
後
に
は
必
ず
首
謀
者
が
い
る
は
ず
な
の
で
徹
底
的
に
追
及
す
べ
き
で

　
あ
る
と
主
張
し
、
後
、
林
清
の
乱
が
あ
り
、
皇
帝
が
そ
の
先
見
性
を
称
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え
た
と
い
う
。

（
6
）
原
文
「
二
十
日
、
進
宮
齋
戒
、
將
入
順
貞
門
、
突
有
一
人
趨
出
。

　
彼

時
朕
乗
橋
已
入
宮
門
、
實
未
見
其
面
貌
…
（
犯
人
が
捕
ま
つ
た
後
）

　
；
所
供
情
節
出
乎
情
理
之
外
。
次
日
…
所
供
矢
口
不
移
。
又
命
－
・
仰
如

前
供
。
」

（
7
）
ダ
ン
バ
・
ド
ル
ジ
に
つ
い
て
は
、
姜
念
思
「
丹
巴
多
爾
済
小
考
」

　
（
『
故
宮
博
物
院
院
刊
』
1
1
0
0
　
1
年
第
一
期
総
第
九
三
期
）
が
詳
し

　
い
o

（oo
）

そ
の
他
、
王
先
謙
編
『
嘉
慶
朝
東
華
続
録
』
に
も
朝
廷
側
の
立
場

　
に

よ
る
陳
徳
の
記
述
が
見
え
る
（
王
先
謙
編
『
嘉
慶
朝
東
華
続
録
』

　
（
文
海
出
版
社
〈
近
代
中
国
史
料
叢
刊
三
編
〉
第
九
十
七
輯
、
二
〇
〇

　
六
年
）
巻
六
、
三
葉
表
）
。

（
9
）
天
竜
長
城
文
化
芸
術
公
司
総
策
画
『
明
清
筆
記
史
料
』
y
g
　
1
　
1
七

　
（
中
国
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
中
に
も
そ
の
影
印
が
収
録
さ
れ
て
い

　
る
。
そ
の
他
、
李
文
君
「
嘉
慶
八
年
皇
帝
遇
刺
案
」
上
－
中
（
故
宮
博

　
物
院
『
紫
禁
城
』
二
〇
〇
九
年
］
月
’
二
月
）
に
翻
刻
が
見
え
る
。

（
1
）
　
［
嘉
慶
八
年
仁
宗
遇
刺
案
」
の
冒
頭
に
は
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て

　
「
『
東
華
録
』
に
は
こ
の
事
件
に
関
す
る
上
諭
が
数
則
見
え
る
に
過
ぎ
な

　
い
。
今
、
軍
機
処
文
書
か
ら
当
日
の
尋
問
・
自
供
を
集
め
、
一
編
に
ま

　
と
め
て
、
時
間
順
に
発
表
す
る
（
東
華
録
中
僅
載
關
於
此
事
上
諭
敷
道
。

　
今
於
軍
機
庭
棺
案
内
検
得
當
日
審
問
口
供
彙
成
一
編
、
按
期
登
表
）
」

　
と
説
明
す
る
。
な
お
、
筑
波
大
学
が
所
蔵
す
る
中
国
第
一
歴
史
桔
案
館

技
術
部
撮
製

『
中
国
第
一
歴
史
棺
案
館
所
蔵
歴
史
棺
案
史
料
　
軍
機
処

　
上
諭
桔
』
（
中
国
第
一
歴
史
棺
案
館
、
］
九
八
O
年
）
（
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

　
ル
ム
　
2
2
2
°
0
6
－
C
6
2
）
内
に
「
嘉
慶
八
年
仁
宗
遇
刺
案
」
に
翻
刻
さ
れ
た

　
一
次
資
料
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
蔓

　
延
に

よ
る
閲
覧
制
限
の
た
め
確
認
で
き
て
い
な
い
。
ま
た
、
中
国
第
一

　
歴
史
桔
案
館
編
『
嘉
慶
帝
起
居
注
（
八
）
』
（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、

　
二
〇
〇
六
年
）
＝
三
頁
～
お
よ
び
中
国
第
一
歴
史
棺
案
館
編
『
嘉
慶

　
道
光
両
朝
上
諭
槽
』
第
八
冊
（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

　
に
皇
帝
の
上
諭
部
分
が
見
え
る
。

（
H
）
　
F
我
」
字
が
「
我
」
の
よ
う
に
見
え
る
（
お
そ
ら
く
「
我
」
の
活
字

　
を
改
変
し
て
い
る
）
な
ど
確
認
し
た
い
点
も
あ
る
。

（
1
）
「
軍
機
処
奏
片
」
①
1
a
（
『
嘉
慶
道
光
両
朝
上
諭
棺
』
第
八
冊
、

　
N
o
．
　
2
3
7
）
　
r
…
始
則
言
語
支
吾
、
経
臣
等
反
覆
詰
問
、
並
加
開
導
、
始

　
擦
供

出
。
姓
陳
名
徳
、
年
四
十
七
歳
、
係
本
京
人
。
父
親
名
叫
陳
良
、

　
母
親
曹
氏
、
從
前
典
與
廟
黄
旗
松
年
家
爲
奴
。
…
」

（
1
3
）
原
文
「
臣
等
以
該
犯
所
供
自
尋
死
路
甘
踏
重
罪
、
殊
出
情
理
之
外
。
」

（
1
4
）
正
藍
旗
満
洲
長
命
佐
領
の
下
で
働
く
歩
兵
（
歩
甲
1
1
い
ち
ば
ん
下
っ

　
端
の
兵
）
。
当
時
、
五
十
三
歳
。
東
華
門
外
の
小
甜
水
井
に
住
ん
で
街

　
の
見
張
り
を
し
て
い
た
。

（
1
5
）
胡
建
中
「
腰
牌
－
出
入
禁
門
的
通
行
証
」
（
『
紫
禁
城
』
　
一
九
八
三

　
年
第
五
期
、
一
九
八
三
年
一
〇
月
）
o

（
1
6
）
事
件
当
日
の
陳
徳
の
供
述
の
中
に
は
こ
の
人
間
関
係
は
述
べ
ら
れ
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て

い

な
か
っ
た
。
当
日
の
供
述
で
は
、
そ
の
頃
（
三
十
九
歳
∀
に
は
、

　
広
東
に
言
っ
て
い
た
と
あ
る
。
あ
る
い
は
、
知
り
合
い
に
迷
惑
が
か
か

　

る
こ
と
を
考
慮
し
て
嘘
を
つ
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
7
）
も
と
山
東
青
州
駐
防
で
、
八
旗
か
ら
民
に
下
り
、
当
時
は
正
藍
旗

　
満
洲
歩
兵
の
領
催
（
騎
馬
兵
士
）
を
し
て
い
た
。
年
は
六
十
歳
。
十
六

　

日
と
十
九
日
の
晩
、
陳
徳
は
王
四
の
家
を
訪
ね
て
雑
談
し
て
い
た
。

（
1
8
）
周
辺
人
物
の
尋
問
で
も
拷
問
が
行
わ
れ
た
（
1
7
b
王
四
、
1
8
a
禄

　
旧
ル
・
工
刈
旧
九
）
。

（
1
9
）
1
b
原
文
「
並
没
有
聴
見
他
説
要
尋
死
闇
事
的
話
。
日
間
也
没
有

　
人

來
我
他
。
如
果
他
説
要
尋
死
岡
事
、
我
與
嵜
寄
還
敢
留
他
鳴
。
」

（
2
0
）
原
文
「
昨
日
酉
刻
（
＊
午
後
⊥
ハ
時
頃
）
、
將
該
犯
帯
回
、
臣
部
（
＊

　
刑

部
）
経
派
出
司
員
、
伍
輪
班
將
該
犯
徹
夜
蒸
審
、
矢
供
如
前
。
臣
徳

　
瑛
等
、
本
日
辰
刻
（
＊
午
前
七
～
九
時
頃
）
到
署
提
訊
該
犯
、
神
氣
消

　
沮
、
與
初
到
案
時
桀
驚
情
状
週
異
。
」

（
2
1
）
原
文
1
0
b
「
随
調
査
前
在
該
犯
身
邊
捜
出
議
語
、
訊
明
求
籔
年
分
」

（
2
2
）
早
稲
田
大
学
蔵
本
『
文
帝
書
紗
』
（
光
緒
八
年
序
）
。
序
に
は
「
規

　
勧
之
書
」
「
勧
懲
之
書
」
と
言
う
言
い
方
が
見
え
る
。

（
2
3
）
『
点
石
斎
画
報
』
大
可
堂
版
七
－
一
五
「
文
昌
示
兆
」
に
「
按
道
書

　
以
文

昌
為
司
録
之
神
、
士
子
之
貴
賎
窮
通
惟
神
實
為
司
命
」
と
あ
る
。

　
他
、
松
本
浩
一
「
科
挙
の
神
様
・
文
昌
帝
君
」
（
『
月
刊
し
に
か
』
一
九

九
九
年
九
月
号
、
大
修
館
書
店
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
黄
五
福
の
家
は
、
王
四
の
家
と
近
か
っ
た
。
黄
五
福
の
家
は
、
2

　
a
r
軍
機
処
奏
片
」
①
に
は
「
撚
帽
胡
同
」
、
3
a
r
黄
五
福
供
詞
」

　
①
に
は
「
東
華
門
外
小
甜
水
井
胡
同
」
と
あ
る
。
小
甜
水
井
胡
同
（
現

　
大
紗

帽
胡
同
）
は
、
厳
粛
『
北
京
市
街
巷
名
称
録
』
（
群
衆
出
版
社
、

　
一
九
八
六
年
）
四
二
七
頁
に
よ
れ
ば
、
今
の
王
府
井
あ
た
り
に
あ
っ
た
。

　
一
方
、
王
四
は
長
安
街
に
住
ん
で
い
た
（
「
王
四
供
詞
」
8
C
“
　
）
o

（
2
5
）
蒋
と
魏
は
、
と
も
に
、
十
五
日
は
、
陳
徳
が
家
に
来
て
王
四
と
話

　
し
て
い
る
の
を
見
た
。
話
の
内
容
は
、
蒋
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
役
人
の

　
下
で
働

く
こ
と
（
眼
官
並
倣
生
理
）
で
あ
っ
た
。
十
六
、
十
七
日
は
陳

　
徳
は
来
て
い
な
い
（
魏
の
証
言
）
。
十
入
日
は
、
魏
は
来
て
い
な
い
と

　
言

う
が
、
蒋
に
よ
れ
ば
来
て
い
た
。
十
九
日
は
、
蒋
が
二
更
（
午
後
九

　
時
か

ら
十
一
時
ご
ろ
）
に
帰
っ
た
時
に
は
、
陳
徳
は
い
な
か
っ
た
（
魏

　
は
外
泊
し
た
の
で
知
ら
な
い
）
。
そ
し
て
、
二
人
と
も
陳
徳
と
は
知
り

　
合
い
で
な
く
事
件
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
と
言
っ
た
。

（
2
6
）
1
2
b
「
閏
二
月
二
十
三
日
上
諭
」
③
。
「
九
卿
」
に
つ
い
て
は
、

　
『
清
稗
類
紗
』
z
a
l
l
！
冊
F
爵
秩
類
」
「
九
卿
」
に
、
最
初
は
定
ま
っ
て
い

　
な
か
っ
た
が
、
後
に
都
察
院
、
通
政
司
、
大
理
寺
、
太
常
寺
、
太
僕
寺
、

光
禄
寺
、
順
天
府
サ
、
宗
人
府
丞
、
理
藩
院
に
定
ま
っ
た
と
い
う
。
と

も
か
く
国
の
機
関
を
代
表
す
る
大
臣
で
あ
る
。
「
科
道
」
と
は
、
明
清

時

代
、
六
科
給
事
中
と
都
察
院
十
三
道
監
察
御
史
の
総
称
で
あ
る
。
条

奏
、
弾
劾
、
稽
察
な
ど
に
よ
り
六
部
を
監
察
し
た
。
項
巧
鋒
「
清
初
科

道
官
の
構
成
と
定
員
ー
定
制
へ
の
過
程
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
七
三
号
、

東
洋
史
研
究
会
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。
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（
2
7
）
乾
清
門
の
侍
衛
を
管
轄
す
る
が
、
実
際
に
は
内
廷
の
業
務
を
統
括

　

し
、
皇
帝
の
近
く
に
仕
え
、
奏
上
も
担
当
し
た
。
乾
隆
帝
以
降
は
、
蒙

　
古
の
王
公
が
担
当
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

（
2
8
）
保
寧
（
ポ
ー
ニ
ン
）
は
、
蒙
古
旗
人
（
正
白
旗
）
。
四
川
総
督
、
イ

　
リ
将
軍
を
歴
任
し
た
後
、
嘉
慶
七
年
五
月
に
北
京
に
戻
っ
た
（
村
上
信

　
明
「
乾
隆
五
二
年
に
お
け
る
蒙
古
旗
人
の
伊
黎
将
軍
任
用
の
背
景
」

　
（
『
東
洋
文
化
』
一
一
号
（
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
九

　
年
）
参
照
）
。

（
2
9
）
2
a
で
は
、
十
五
日
に
相
談
し
て
十
六
日
に
引
っ
越
し
。
3
a
の

　
黄
五
福
、
対
児
、
1
1
b
黄
二
の
言
も
同
じ
。
］
方
、
8
b
の
二
十
一
日

　
F
黄
五
福
供
詞
」
②
で
は
十
四
日
に
引
っ
越
し
て
来
て
、
そ
の
晩
酔
っ

　
払
っ
て
問
題
を
起
こ
し
た
と
言
う
。
引
っ
越
し
て
来
る
な
り
問
題
を
起

　
こ
す
よ
う
な
こ
と
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
禄
児
7
b
も
、
十
四
、
五
日

　
に
飲
み
屋
で
酔
っ
払
っ
て
問
題
を
起
こ
し
た
と
い
う
（
9
a
二
十
二
日

　
r
徳
瑛
等
奏
片
」
も
）
が
、
彼
は
見
て
い
な
い
は
ず
だ
。

（
3
）
こ
れ
は
1
0
b
の
二
十
1
1
1
日
の
　
r
軍
機
処
奏
片
」
⑤
（
夢
に
つ
い
て

　
語
っ
た
時
）
の
内
容
を
受
け
て
い
る
。

（
3
1
）
1
8
a
に
述
べ
ら
れ
る
関
係
律
例
。

’

「
謀
反
及
大
逆
者
凌
遅
」

・
「
子
孫
年
十
⊥
ハ
以
上
皆
斬
、
十
五
歳
以
下
給
付
功
臣
之
家
為
奴
」

’
r
縁
坐
男
犯
人
十
六
歳
以
上
、
登
黒
竜
江
、
給
索
倫
達
呼
爾
為
奴
。
其

十
1
歳
以
上
者
、
牢
固
監
禁
、
侯
成
丁
時
、
護
往
伊
梨
・
烏
魯
木
齊
等

庭
安
播
。
」

F知
情
不
首
干
連
人
犯
、
仰
］
律
擬
流
。
」

『大
清
律
例
』
刑
律
に
見
え
る
関
連
記
述
（
鄭
秦
・
田
涛
点
校
『
大
清

律

例
』
（
科
学
出
版
社
〈
中
国
珍
稀
法
律
典
籍
集
成
〉
丙
編
第
一
冊
、

　
一
九
九
四
年
）
乾
隆
律
）
。
＊
太
字
が
上
記
に
該
当
す
る
箇
所
。
（
）

は
割
り
注
。

　

謀
反
大
逆

　
　

凡
謀
反

（不
利

於
國
、
謂
謀
危
社
稜
）
及
大
逆
（
不
利
於
君
、
謂

　

謀
殿
宗
廟
山
陵
及
官
関
）
但
共
謀
者
、
不
分
首
從
（
已
未
行
）
、
皆

　

凌
遅
慮

死
o
　
（
正
犯
之
）
祖
父
、
父
、
子
孫
、
兄
弟
及
同
居
之
人
、

　

（如
本
族
無
服
親
属
及
外
祖
父
、
妻
、
父
、
女
婿
之
類
）
不
分
異
姓

　

及
（
正
犯
之
期
親
）
伯
叔
父
兄
弟
之
子
不
限
（
已
未
析
居
）
籍
之
同

　

異
、
（
男
）
年
十
六
以
上
、
不
論
篤
疾
慶
疾
、
皆
斬
．
其
（
男
）
十

　

五
以

下
及
（
正
犯
之
）
母
女
妻
妾
姉
妹
、
若
子
之
妻
妾
、
給
付
功
臣

　

之

家
為
奴
、
（
正
犯
）
財
産
入
官
。
若
女
（
兼
妨
妹
）
許
嫁
已
定
、

　

蹄
其
夫
。
（
正
犯
）
子
孫
過
房
與
人
及
（
正
犯
之
）
聴
妻
未
成
者
、

　

倶
不
追
坐

（上
止

坐
正

犯
兄

弟
之
子
、
不
及
其
孫
。
除
律
文
不
載
、

　

並
不
得

株
連
）
。
知
情
故
縦
隠
藏
者
、
斬
。
有
能
捕
獲
（
正
犯
）
者
、

　

民
授
以

民

官
、
軍
授
以
軍
職
（
量
功
授
職
）
、
仰
將
犯
人
財
産
全
給

　

充
賞
。
知
而
首
告
、
官
為
捕
獲
者
、
止
給
財
産
。
（
難
無
故
縦
、
但
）

　

不
首
者
、
杖
1
百
、
流
三
千
里
（
未
行
、
而
親
属
告
捕
到
官
、
正
犯

　

與
縁
坐

人
倶
同
自
首
免
、
已
行
、
惟
正
犯
不
免
、
除
免
。
非
親
属
首
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捕
、
錐
未
行
、
伍
依
律
坐
）
。

　
　
條
例
（
『
大
清
律
例
会
通
新
纂
』
巻
二
十
二
「
賊
盗
上
」
に
よ
る
）

　
　
　
反
逆
案
内
律
雁
問
擬
凌
遅
之
犯
、
其
子
孫
訊
明
實
係
不
知
謀
逆
情

　
　
事
者
、
無
論
已
未
成
丁
、
均
解
交
内
務
府
閤
割
、
登
往
新
彊
等
庭
、

　
　
給
官
兵
為
奴
。
如
年
在
十
歳
以
下
者
、
牢
固
監
禁
、
侯
年
届
十
一
歳

　
　
時
、
再
行
解
交
内
務
府
照
例
辮
理
。
…
至
其
鹸
律
雁
縁
坐
男
犯
並
非

　
　
逆
犯
子
孫
年
在
十
六
歳
以
上
者
、
護
往
新
彊
等
庭
、
給
官
兵
為
奴
。

　
　
如
年
在
十
五
歳
以
下
者
、
牢
固
監
禁
、
侯
成
丁
時
、
再
行
登
遣
。
縁

　
　
坐
婦
女
、
登
各
省
駐
防
、
給
官
員
兵
丁
為
奴
。
其
知
情
不
首
干
連
人

　
　
犯
、
防
依
律
擬
流
。

（
3
2
）
十
六
歳
。
『
清
史
稿
』
「
食
貨
志
一
」
「
凡
民
、
男
日
丁
、
女
日
口
。

　
男
年
十
六
為
成
丁
、
未
成
丁
亦
日
口
。
」

（
3
3
）
絞
と
斬
は
、
そ
の
苦
痛
の
程
度
は
い
ざ
知
ら
ず
、
体
を
全
う
す
る

　
こ
と
が
重
ん
じ
ら
れ
た
儒
教
の
孝
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
そ
の
違
い
は
大

　
き
い
。
『
大
清
律
集
解
附
例
』
（
『
続
修
四
庫
全
書
』
八
六
三
史
部
政
書

　
類
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
）
二
四
四
頁
「
絞
　
全
其
肢

体
」
「
斬
　
身
首
異
処
」
を
参
照
。

（
3
）
長
麟
は
、
皇
帝
と
同
じ
愛
新
覚
羅
氏
。
字
は
牧
庵
、
満
洲
正
藍
旗

　
人
（
『
清
代
職
官
年
表
』
1
1
1
　
1
八
三
頁
）
。
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